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第 3期中長期目標期間業務実績等報告書 別添 

様式２－２－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人土木研究所 

評価対象中長期

目標期間 

見込評価（中長期目標期間実

績評価） 

第３期中長期目標期間 

中長期目標期間 平成２３～２７年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 大臣官房 担当課、責任者  

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者  

主務大臣 農林水産大臣 

「社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応」及び「基盤的な研究開発の計画的な推進」の一部について、国土交通大臣と農林水産大臣が共同で担当。 

 法人所管部局 農林水産技術会議事務局 担当課、責任者  

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、研究開発に関する審議会からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

（目標・計画の変更、評価対象法人に係る重要な変化、評価体制の変更に関する事項などを記載） 
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 様式２－２－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

 （参考：見込評価） 

Ｂ 

評定に至った理由 （上記評定に至った理由を記載） 

 

 

２．法人全体に対する評価 

（各項目別評価、法人全体としての業務運営状況等を踏まえ、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けた法人全体の評価を記述。その際、法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因など、法

人全体の評価に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事項、災害対応など、目標、計画になく項目別評価に反映されていない事項などについても適切に記載） 

 

 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

（項目別評価で指摘した主な課題、改善事項等で、事務事業の見直し、新中長期目標の策定において特に考慮すべき事項があれば記載。今後の対応の必要性を検討すべき事項、政策・施策の変更への対応、

目標策定の妥当性なども含めて改善が求められる事項があれば記載。項目別評価で示された主な助言、警告等があれば記載） 

 

 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 
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様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計

画） 

年度評価 中長期目標

期間評価 

項目

別調

書№ 

備考

欄 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標

期間評価 

項目

別調

書№ 

備考

欄 

 23

年度 

24

年度 

25

年度 

26

年度 

27

年度 

  見込

評価 

期間

実績

評価 

  23

年度 

24

年度 

25

年度 

26

年度 

27

年度 

  見込

評価 

期間

実績

評価 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 社会的要請の高い課題へ

の重点的・集中的な対応 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

  
Ｂ Ｂ 

    効率的な組織運営 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

  
Ｂ Ｂ 

  

基盤的な研究開発の計画

的な推進 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

  
Ｂ Ｂ 

    業務運営全体の効率化 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

  
Ｂ Ｂ 

  

他の研究機関との連携等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   Ａ Ａ                 

研究評価の的確な実施 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   Ｂ Ａ                 

競争的研究資金等の積極

的獲得 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   Ａ Ａ 

                

 技術の指導 Ｓ Ｓ Ｓ Ａ Ａ   Ａ Ａ                 

 成果の普及 Ｓ Ｓ Ｓ Ｂ Ａ   Ａ Ａ    Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 知的財産の活用促進 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ    予算（人件費の見積りを

含む。）、収支計画及び資

金計画 

短期借入金の限度額 

不要財産の処分に関す

る計画 

重要な財産の処分等に

関する計画 

剰余金の使途 

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

  

Ｂ Ｂ 

  

土木技術を活かした国際

貢献 
Ｓ Ｓ Ｓ Ａ Ａ 

  
Ａ Ａ 

   

技術力の向上、技術の継

承及び新技術の活用促進

への貢献 

Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ 

  

Ａ Ａ 

   

             

             

                          

             Ⅳ．その他の事項 

              施設及び設備に関する

計画 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

  
Ｂ Ｂ 

  

             人事に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ   

                          

 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 

  

  

平成 26年度以降、評定区分の定義が変更されている。 

 

「研究開発に係る事務及び事業」について、平成25年度までは「中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められ

る。」場合、Ａ評価とされ、平成26年度以降は、「国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による

成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。」場合、Ｂ評価（標準）とされている。 

 

「研究開発に係る事務及び事業以外（業務運営の効率化に関わる事項等」、平成25年度までは「中期目標の達成に向けて着実な

実施状況にあると認められる。」場合、Ａ評価とされ、平成26年度以降は、「中期計画における所期の目標を達成していると認

められる（定量的指標においては対中期計画値（又は年度計画値）の100％以上120％未満）。」場合、Ｂ評価とされている。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（１）① 社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、[ ]は中期目標で示された目標、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27 年度   

重点的研究開発

課題に充当した

予算割合（%） 

〔75％〕 75.4％ 76.4％ 76.4％ 75.6％ 75.0％ 

  予算額（千円） 

7,648,433 5,828,742 6,506,990 6,220,744 5,858,312 

  

「社会的要請と

研究目的」を「適

切」と評価した

評価委員の割合

（事前評価） 

80％ 96.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ - 

  決算額（千円） 

6,210,643 5,758,342 6,783,950 6,407,932 6,459,379 

  

「進捗状況」を

「順調」と評価

した評価委員の

割合（中間評価） 

80％ - 96.7％ 89.5％ 98.6％ - 

  経常費用（千円） 

5,632,026 5,410,569 6,427,097 5,619,700 5,901,431 

  

「達成目標への

到達度」を「達

成」と評価した

評価委員の割合

（事後評価 

80％ - - 89.7％ 85.7％ 93.4％ 

  経常利益（千円） 

0 0 0 0 0 

  

         行政サービス実施

コスト（千円） 
7,090,602 6,535,126 8,210,745 6,680,070 6,972,593 

  

          従事人員数 240 248 248 254 244   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 現下の社会的要請に
的確に応えるため、
研究所の行う研究開
発のうち、以下の各
項に示す目標につい
て、国が実施する関
連行政施策の立案や
技術基準の策定等に
反映しうる成果を早
期に得ることを目指
す研究開発を重点的
研究開発として位置
付け、重点的かつ集
中的に実施するこ
と。 

また、重点的研究開
発の実施に際して
は、北海道総合開発
計画及び食料・農業・
農村基本計画等を踏
まえ、総合的な北海
道開発を推進するた
め、積雪寒冷に適応
した社会資本や食料
基盤の整備に必要な
研究開発について
も、重点的かつ集中
的に実施すること。 

その際、本中期目標
期間中の研究所の総
研究費（外部資金等
を除く。）の概ね７
５％を充当すること
を目途とする等、当
該研究開発が的確に
推進しうる環境を整
え、明確な成果を上
げること。 

なお、中期目標期間
中に、社会的要請の
変化等により、以下
の各項に示す目標に
対応する研究開発以
外に新たに重点的か
つ集中的に対応する
必要があると認めら
れる課題が発生した
場合には、当該課題
に対応する研究開発
についても、機動的
に実施すること。 

 

中期目標の２．（１）
①で示された目標に
対応する重点的研究
開発を重点的かつ集
中的に実施するた
め、以下に示すプロ
ジェクト研究及び重
点研究に対して、中
期目標期間中におけ
る研究所全体の研究
費のうち、概ね７
５％を充当すること
を目途とする。 

 

ア）プロジェクト研
究 

中期目標の２．（１）
①で示された目標に
対応する重点的研究
開発のうち、別表－
１－１及び別表－１
－２に示す国が実施
する関連行政施策の
立案や技術基準の策
定等に反映しうる成
果を中期目標期間内
に得ることを目指す
ものをプロジェクト
研究として位置づ
け、重点的かつ集中
的に実施する。 

なお、中期目標期
間中に、社会的要請
の変化等により、早
急に対応する必要が
あると認められる課
題が新たに発生した
場合には、当該課題
に対応する重点的研
究開発として新規に
プロジェクト研究を
立案し、１（２）②に
示す評価を受けて早
急に研究を開始す
る。 

イ）重点研究 

中期目標の２．（１）
①で示された目標に
対応する重点的研究
開発のうち、次期中
期目標期間中にプロ
ジェクト研究として
位置づける等によ
り、別表－１－１及
び別表－１－２に示

①【妥当性の観点】成

果・取組が国の方針や

社会ニーズと適合し

ているか。 

②【時間的観点】成果・

取組が期待された時

期に適切な形で創出・

実施されているか。 

③【社会的・経済的観

点】成果・取組が社会

的価値（安全・安心で

心豊かな社会等）の創

出に貢献するもので

あるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①②③中期目標で示す「安全・安心な社会の実

現」「グリーンイノベーションによる持続可能な社

会の実現」「社会資本の戦略的な維持管理・長寿命

化」「土木技術による国際貢献」の各目標に対応す

る 16 のプロジェクト研究を継続して推進したほ

か、中長期目標期間は 86 課題の重点研究をスター

トさせるなど、重点研究開発であるプロジェクト

研究と重点研究に研究費の 75％以上を充当し、重

点的かつ集中的に実施した。  

・①②③また、中期目標期間の全ての年度で実施

したプロジェクト研究の事前評価で「適切」と評

価された課題の割合、プロジェクト研究の中間評

価で「順調」と評価された課題の割合、プロジェ

クト研究の事後評価で達成目標を「達成」と評価

された課題の割合が基準値の 80％を上回ってい

る。  

 

研究開発において、妥当性の観点、時間的観点、

社会的・経済的観点を踏まえた取組みを行い中長

期目標期間としてのとりまとめを行った。例えば、

「耐震性能を基盤とした多様な構造物の機能確保

に関する研究」においては、以下の取組を行った。 

①大規模地震発生の切迫性が指摘され、地震によ

る被害の防除・軽減が喫緊の課題とされ、構造物

の重要性や管理水準に応じた合理的な耐震対策の

実施が求められる。また、国土強靱化基本法、国

土強靱化基本計画が制定されるなど、国の施策に

おいても耐震対策の技術開発の必要性が言われて

いる中、構造物の耐震性能に関する検証を行い、

構造物の地震時挙動の解明、多様な耐震性能に基

づく限界状態の提示、耐震性能の検証法と耐震設

計法の開発に関する研究開発を行った。 

②平成 23年東日本大震災の発生、国土強靱化基本

法（H25.12）、国土強靱化基本計画（H26.6）の制定

など、早急な技術開発・対応の必要性が言われて

いる中、第 3 期中長期期間内に、各種構造物につ

いて、構造手法、対策工、液状化判定法、限界状態

設定、耐震性能評価手法等の提案を行った。 

③研究開発で得られた成果については、各種基準

類への反映の提案、あるいは、土研発刊の資料と

して公表を行い、現場での耐震設計、耐震補強等

の実務に活用される。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

①切迫性が指摘されている大規模

地震への被害軽減・防除等、国の方

針や社会ニーズと適合した取組を

行った。 

②平成 23年東日本大震災の発生、

国土強靱化基本法（H25.12）、国土

強靱化基本計画（H26.6）の制定な

ど、早急な技術開発・対応の必要性

が言われている中、各種構造物の

耐震設計、耐震補強に資する成果

を得る等、成果・取組を期待される

時期に適切な形で創出・実施した。 

③実際の行政施策に反映されるよ

うな研究成果が多く得られてお

り、社会的価値（安全・安心で心豊

かな社会等）の創出に貢献した。 

【定量的な観点】 

・①重点的研究開発課題に充当し

た予算割合は目標値（75％）を達

成した。 

・①②③研究評価委員会での評価

結果は「社会的要請と研究目的」、

「進捗状況」、「達成目標への到達

度」について、基準値（80％）を上

回っている。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28年度以降も、将
来も見据えつつ社会的要請の高い
課題に重点的・集中的に取組む。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出

の状況及び将来の成果の創出の期待等

を踏まえ、評定に至った根拠を具体的

かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発

成果の最大化」に向けて、成果の創出

や将来的な成果の創出の期待等が認め

られ、着実な業務運営がなされている。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体

の見直しに反映すべき事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、重点的研究開

発を重点的かつ集中的に実施するこ

と。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・中長期目標期間の各年度において重点

的研究開発課題に充当した予算割合は

目標値（75％）を達成している。 

・研究評価委員会の評価は、「社会的要請

と研究目的」「進捗状況」「達成目的へ

の到達度」のいずれも基準値を達成し

ている。 

・東日本大震災、笹子トンネル崩落事故

等への対応については、国の方針、社

会のニーズに適合した取り組みがなさ

れたと高く評価できる。 

・「安全・安心な社会の実現」「グリーン

イノベーションによる持続可能な社会

の実現」「社会資本の戦略的な維持管

理・長寿命化」「土木技術による国際貢

献」の各目標に対応する 16のプロジェ

クト研究を継続して推進し、中長期目

標期間の重点的研究課題の選択や取り

組みについては、国民的な関心の強さ

や需要の強さなども考慮された研究活

動がなされている。 

・多くの成果は、学会等の論文賞等を受

賞しており、外部での評価も高い。さ

らに研究の成果の中には、実用に供す

る成果も得られている。 

・雪害や雪崩に対応した研究成果は高く

評価できる。今後その技術を、昨今頻

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合には重

点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課題、

新中長期目標の変更が必要になる事項等

あれば記載） 

＜その他事項＞ 
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す国が実施する関連
行政施策の立案や技
術基準の策定等に反
映しうる成果を早期
に得ることを目指す
ものを重点研究とし
て位置づけ、重点的
かつ集中的に実施す
る。 

 

発している火山活動や地震、大雨とい

った現象によって生じる土砂災害に応

用していくことも検討してほしい。 

・中長期目標に沿った研究開発成果が着

実に達成されているのみならず、社会

的要請の高い喫緊の課題等にも重点

的・集中的に取り組んでおり、顕著な

成果を得ていると認められる。 

・行政や報道機関等とも連携した防災・

減災に向けた市民啓発等が高く評価さ

れる。 

・国土交通行政の実務に応用可能な研究

成果が多く得られている点が評価でき

る。一方ですぐには実務的応用が難し

いテーマであっても社会的な動向も踏

まえて推進していくことが期待される

ため、適切な研究課題のバランスにつ

いて議論すべき。 

・研究開発成果の最大化に向けてのビジ

ョンを示すとともにその共有化を進め

られたい。 

・重点的課題の絞り込みにあたって、社

会的要請の大きな課題を抽出するとと

もに、土木研究所でなくてはできない

ような研究テーマを意識してほしい。 

・成果を実社会に適用する取り組みを引

き続き推進していただきたい。 

・研究成果の国内発表だけでなく、国際

学会での発表も行うことにより、世界

的な評価を得ることも重要である。そ

こで得られた評価をフィードバック

し、さらなる成果の向上につなげてい

くことが重要である。 

・自己評価書に記載されているプロジェ

クト研究の概要によれば、「・・貢献す

る予定である」、「・・マニュアル(案)

を作成する予定である。」、「・・方法等

の提案を行う」等の表現が見受けられ

る。目的達成に向けた努力を期待する。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（見込評価） 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（１）② 基盤的な研究開発の計画的な推進 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

「 進 捗 状

況」を「順

調」と評価

した評価委

員 の 割 合

（ 中 間 評

価） 

80% 90.7% 91.5% 95.6% 94.8% 98.5% 

  予算額（千円） 

2,495,378 1,800,502 2,010,013 2,007,754 1,952,771 

  

「達成目標

へ の 到 達

度」を「達

成」と評価

した評価委

員 の 割 合

（ 事 後 評

価） 

80% 85.9% 94.1% 81.4% 92.7% 97.4% 

  決算額（千円） 

2,026,284 1,778,755 2,095,566 2,068,169 2,153,126 

  

基盤研究実

施課題数 
111 120 121 120 133 136 

  経常費用（千円） 
1,837,504 1,671,328 1,985,333 1,813,766 1,967,144 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施

コスト（千円） 
2,313,379 2,018,704 2,536,304 2,156,001 2,324,198 

  

          従事人員数 91 81 76 82 81   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 国が将来実施する関連

行政施策の立案や技術

基準の策定等を見据

え、我が国の土木技術

の着実な高度化や良質

な社会資本の整備及び

北海道の開発の推進の

課題解決に必要となる

基礎的・先導的な研究

開発を計画的に進める

こと。その際、長期的視

点も含めて、国内外の

社会的要請の変化、多

様な科学技術分野の要

素技術の進展、産学官

各々の特性に配慮した

有機的な連携等に留意

しつつ、基礎的・先導的

な研究開発を積極的に

実施すること。 

国が将来実施する関連行政施策

の立案や技術基準の策定等を見

据え、我が国の土木技術の着実な

高度化や良質な社会資本の整備

及び北海道の開発の推進の課題

解決に必要となる基礎的・先導的

な研究開発を、基盤研究として位

置づけ計画的に進める。 

その際、科学技術基本計画、国

土交通省技術基本計画、北海道総

合開発計画、食料・農業・農村基

本計画、水産基本計画等や行政ニ

ーズの動向も勘案しつつ、研究開

発の範囲、目的、目指すべき成果、

研究期間、研究過程等の目標を明

確に設定する。また、長期的観点

からのニーズも考慮し、国内外の

社会的要請の変化、多様な科学技

術分野の要素技術の進展、産学官

各々の特性に配慮した有機的な

連携等に留意しつつ、自然災害や

事業実施に伴う技術的問題等に

関する継続的なデータの収集・分

析に基づく現象やメカニズムの

解明、社会資本の耐久性や機能増

進のための新材料の活用や評価

手法等、基礎的・先導的な研究開

発について積極的に実施する。研

究シーズの発掘に際しては、他分

野や境界領域を視野に入れ、他の

研究機関等が保有・管理するデー

タベースも有効に活用する。 

①【時間的観点】成果・取組

が期待された時期に適切な

形で創出・実施されている

か。 

②【社会的・経済的観点】成

果・取組が社会的価値（安全・

安心で心豊かな社会等）の創

出に貢献するものであるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①②国土交通省技術基本計画等関係

する計画や行政ニーズの動向を勘案

し、我が国の土木技術の着実な高度化

や良質な社会資本の整備及び北海道の

開発の推進の課題解決に必要となる基

礎的・先導的な研究開発を基盤研究と

して 237 課題、また、より新規性に富

んだ研究開発を基盤研究（萌芽）として

22課題の合計 257課題を実施した。 

 

基盤研究の例は以下の通り 

(ア)河川堤防基礎地盤の原位置パイピ

ング特性調査法の実用化研究 

(イ)あと施工アンカーの信頼性向上に

関する研究 

(ウ)せん断補強による道路床版の長寿

命化に関する研究 

(エ)除雪オペレーティングの安全性向

上技術に関する研究 

 

・①②内部評価委員会における基盤研

究の評価結果は、中間評価、事後評価と

もに、23 年度から 27 年度まで基準値

80％を上回っている。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

①(ア)では、矢部川（H24）、鬼怒川（H27）等の堤

防災害の発生を受け、堤防の調査の重要性が再認

識される中、研究開発を実施し、目標とする成果

を得た。 

(イ)では、トンネル付属物の崩壊事故の発生を受

け、道路付属物の定着方法の信頼性向上が言われ

る中、関連する研究開発を実施し、目標とする成

果を得た。 

(ウ)では、積雪寒冷環境下の道路橋床版におい

て、層状剥離や押抜きせん断破壊など、重大な損

傷事例が多数発生しており、安全性向上や LCC低

減に資する補強技術の研究開発を実施した。 

(エ)では、作業従事者の高齢化や熟練者不足等が

深刻な状況となっている中、除雪機械オペレーテ

ィングの省力化に資する研究開発を実施した。 

以上をはじめとした基盤的な研究開発において、

成果・取組を期待された時期に適切な形で創出・

実施した。  

②(ア)では、河川堤防基礎地盤におけるパイピン

グ特性の新たな評価方法の開発に資するため、原

位置パイピング試験法をマニュアルとしてとり

まとめた。 

(イ)では、あと施工アンカーの引張試験や道路付

属物の点検結果の分析を実施し、材料の品質等が

引張耐力に与える影響や点検時の留意点を示し、

道路トンネル維持管理便覧等の基準類に反映し

うる成果を得た。 

(ウ)では、輪荷重走行試験等による検証を行い、

床版厚不足によるせん断耐力の不足をコンクリ

ート強度や鉄筋量で補う方法の設計手法を示し

た。 

(エ)では、オペレータの負担増加を抑制する技術

を提案するため、オペレータの講堂を調査・分析

し、ガイダンスシステムの開発に向けたプログラ

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状

況及び将来の成果の創出の期待等を踏ま

え、評定に至った根拠を具体的かつ明確に

記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果

の最大化」に向けて、成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められ、着実な

業務運営がなされている。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見

直しに反映すべき事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、長期的視点も含め

て、国内外の社会的要請の変化、多様な科

学技術分野の要素技術の進展、産学官各々

の特性に配慮した有機的な連携等に留意し

つつ、基礎的・先導的な研究開発を実施す

ること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・当中長期目標期間において、基盤研究 236

課題、基盤研究（萌芽）19課題が実施され

ている。内部評価委員会での評価結果は、

「進捗状況」、「達成目標への到達度」のい

ずれも基準値を達成している。基礎的、先

進的な研究開発が計画的に実施されている

と評価できる。 

・「新しい低環境負荷土木材料に関する研究」

では CO2 換算量共通原単位データベースの

活用等継続的なデータの収集・分析に基づ

き社会的価値の創出に貢献するなど、成果・

取組が期待された時期に適切な形で創出・

実施されている。 

・研究成果が大臣表彰、論文賞、業績賞等、

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合に

は重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課

題、新中長期目標の変更が必要になる

事項等あれば記載） 

＜その他事項＞ 
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ム仕様を作成した。 

以上をはじめとしたこれらの成果・取組により、

社会的価値（安全・安心で心豊かな社会等）の創

出に貢献した。 

【定量的な観点】 

・①②評価委員会での評価結果は「進捗状況」、

「達成目標への到達度」について、基準値（80％）

を上回っている。 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度以降も、将来も見据えつつ

社会的要請の高い課題に重点的・集中的に取組

む。 

多数受賞していることは評価できる。 

・景観の社会的効果など定量的・定性的評価

が難しい課題にも取り組んでいる点が評価

できる。 

・基盤研究と基盤研究（萌芽）が着実に実施

されており、目標を達成していくものと評

価できる。 

・目先の達成度のみにとらわれず挑戦的な目

標の高い研究も推進してほしい。 

・短期的に成果をあげなければいけない研究

と、長期的に国の科学力向上のために取り

組んでいかなければ研究を明確化し、相互

の研究のバランスをとって計画的に行って

いく必要がある。 

・長期的展望を踏まえて、すぐに結果が出に

くいような、挑戦的萌芽研究にも取り組ん

でほしい。その場合、進捗率や達成度など

は評価のための適切な指標とはいえない場

合もある。 

・基盤的な研究開発は、研究所の根幹をなす

重要な活動であり、今後も堅実に実施して

いくことが望まれる。 

・国内外の社会的要請に対応する研究課題に

取り組むと同時に、モニタリングデータの

蓄積が必要など継続性を問われる研究分野

の維持についても期待する。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（２）① 他の研究機関との連携等 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、[ ]は中期計画で示された目標、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

共同研究件

数 
[100] 64 65 83 84 95 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

共同研究協

定書本数 
103.3 83 108 137 125 125  

 決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

交流研究員

受入れ人数 
49 48 54 58 52 57 

  経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評

価） 

 研究開発テーマの特

性に応じ、国内外の

公的研究機関、大学、

民間研究機関等との

適切な役割分担のも

とで、他分野との協

調も含めた幅広い視

点にたって、研究開

発の効率的かつ効果

的な連携を推進する

ものとする。その際、

共同研究、人事交流

等を効果的に実施

し、より高度な研究

開発の実現と成果の

汎用性の向上に努め

ること。 

また、成果の効果的

な普及のため、国際

会議も含め関係学会

での報告、内外学術

誌での論文掲載、成

果発表会、メディア

への発表を通じて技

術者のみならず広く

国民への情報発信を

行い、外部からの評

価を積極的に受ける

こと。併せて、成果の

電子データベース化

やインターネットの

活用により研究開発

の状況、成果を広く

提供すること。 

効率的・効果的な研究

開発を実施するため、

研究テーマの特性に応

じて、外部の研究機関

等との適切な役割分担

のもとで、他分野との

協調も含めた幅広い視

点にたって、寒冷地臨

海部の高度利用に関す

る研究についての港湾

空港技術研究所との連

携強化を含め、他機関

との定期的な情報交換

や共同研究・研究協力

等の連携を積極的に推

進する。共同研究につ

いては、本中期目標期

間中の各年度において

１００件程度実施す

る。 

また、海外の研究機関

等との共同研究・研究

協力は、科学技術協力

協定等に基づいて行う

こととし、研究者の交

流、国際会議等の開催

等を積極的に実施す

る。 

国内からの研究者等に

ついては、交流研究員

制度等に基づき、積極

的に受け入れるものと

する。また、フェローシ

ップ制度等の積極的な

活用等により、海外の

優秀な研究者の受け入

れを行うとともに研究

所の職員を積極的に海

外に派遣する。 

①【科学技術

イノベーショ

ン創出・課題

解決のための

システムの推

進の観点】国

内外の大学、

民間事業者、

研究開発機関

との連携・協

力の取組が十

分であるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①国内の研究機関との共同研究

について、中長期目標期間に実施

した共同研究の総数は 391 件（土

研提案型 332件、民間提案型 59件）

である。なお、共同研究協定書の締

結については１年あたり 115.6 本

/年であり、前中期目標期間の平均

値である 103.3 本/年を上回って

いる。また、国内・国外の研究機関

との連携についても、国内 23 件、

海外 18 件と研究協力協定を締結

した。さらに、平成 26年度には、

土木分野のイノベーションを加速

化するため、2件の技術研究組合の

設立を主導し、設立後は組合員と

して参加した。 

・①研究連携では、国立研究開発

法人物質・材料研究機構や国立研

究開発法人理化学研究所光量子工

学研究領域と社会インフラの安全

確保や強靭化等を図るための連

携・協力に関する協定を締結する

等実施した。海外においては、アメ

リカのコロラド鉱山大学やロシア

の水文学研究所等と協定を締結す

る等、他分野との研究連携・開発を

推進する為の環境を整備した。 

・①研究者の交流については、民

間企業等から 269名（各年度合計）

の交流研究員を受け入れたほか、

所内外の制度を活用し海外の優秀

な研究者と積極的に交流するとと

もに、海外へ若手研究者を派遣す

るなど、積極的な交流を行い研究

の質の向上を図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

①他機関との共同研

究の積極的な実施や

理化学研究所、物質・

材料研究機構等多分

野の機関との研究協

力協定の締結、2 つの

技術研究組合の設立

に主導的に参加する

等、科学技術イノベー

ション創出に貢献し

ている。 

【定量的な観点】 

・①共同研究件数は

100 件/年に至らない

ものの、共同研究協定

書本数（中期目標期間

平均値）は基準値と比

較して 116％に増加

している。 

・①交流研究員受け

入れ人数（中期目標期

間平均値）は基準値と

比較して、110％に増

加している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度
以降も、共同研究の積
極的な実施や人的交
流等により国内外の
公的研究機関、大学、
民間研究機関等との
適切な連携を図り、他
分野の技術的知見等
も取り入れながら研
究開発を推進する。 

 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評定

に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間において、国内外の共同研究、交流研究員の受入の取組とともに、技術研究

組合の設立に主導的に取り組んだことについては高く評価でき、「研究開発成果の最大化」に

向けて、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、共同研究、人事交流等を効果的に実施し、より高度な研究開発の実

現と成果の汎用性の向上に努めること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・共同研究を幅広く進めていて、効果的な国際協力とその元での研究成果の着実な蓄積、また

人的ネットワークの形成は高く評価できる。また、国際的なネットワークが広がっているこ

とも注目に値する。 

・従来からの共同研究に加え、土木分野のイノベーションを加速するため、2つの技術研究組合

の設立を主導し、設立後は組合員として参加している。2009 年の法改正により、大学や独法

も組合員として参画できるようになったため、重要なターニングポイントを生かしたものと

評価できる。 

・共同研究の実施や技術研究組合の設立などを通して国内外の研究機関との連携を順調に推進

し、顕著な成果と認められる。 

・国内の他の研究機関との積極的な連携を進め、その数は 18となった。特に、(研)物質・材料

研究機構及び(研)理化学研究所との研究連携は、今後の研究開発を進める上でも有益と思わ

れる。 

・国内企業等から 212 名の研究員を受入れる等、研究者の交流を積極的に行っている。 

・共同研究や交流研究員の受け入れ等に顕著な進展が認められる。 

・共同研究や交流研究員の受け入れは着実に進められており、これは今後も同様に推移してい

くものと予想される。また、海外の研究機関との協定など、他の研究機関との連携も着実に

進められており、今後も同様な傾向で推移していくものと予想される。 

・今後は国内外の学会との協働なども視野に入れて、複数の領域において国際的な研究ハブと

なるべく、現在の活動をさらに加速してほしい。 

・文書の英文化や事務手続きの簡素化、英語のできる事務職員の拡充など、研究所と国際室の

さらなる多面的な国際化の取り組みを期待する。 

・連携は定量的評価だけでなく、難しいことではあるがその質的評価、定性的評価も必要かと

思われる。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離

がある場合には重点的

に理由を記載） 

 

 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出さ

れなかった課題、新中長

期目標の変更が必要に

なる事項等あれば記載） 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（２）② 研究評価の的確な実施 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27 年度   

評価委員会

開催数 
5.67 7 7 7 7 8 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

評価委員会

課題数 
347.33 316 193 399 239 313 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 研究開発の実施にあた

っては、評価を実施し、

評価結果を課題の選

定･実施に適切に反映

させること。その際、他

の研究機関との重複排

除を図り、研究所が真

に担うべき研究開発に

取り組むとの観点か

ら、関連研究機関の研

究内容等を事前に把握

するとともに、研究開

発の事前、中間、事後の

評価において、外部か

らの検証が可能となる

よう第三者委員会によ

る評価を行う等の所要

の措置を講じること。

また、成果をより確実

に社会･国民に還元さ

せる視点で追跡評価を

導入すること。 

研究評価は、研究開発内容
に応じ、自らの研究に対し
て行う自己評価、研究所内
での内部評価、大学、民間の
研究者等専門性の高い学識
経験者による外部評価に分
類して行うこととし、当該
研究の必要性、達成すべき
目標、研究実施体制等につ
いて評価を実施し、研究評
価の結果を課題の選定・実
施に適切に反映させる。研
究評価の結果は、外部から
の検証が可能となるようホ
ームページにて公表する。
その際に、他の研究機関と
の重複排除を図り独立行政
法人が真に担うべき研究に
取り組むとの観点から、国
との役割分担を明確にす
る。同時に、民間では実施さ
れていない研究、及び共同
研究や大規模実験施設の貸
出等によっても、民間によ
る実施が期待できない又は
独立行政法人が行う必要が
あり民間による実施がなじ
まない研究を実施すること
について、研究の事前、中
間、事後の評価において、外
部から検証が可能となるよ
う、評価方法を定めて実施
する。また、成果をより確実
に社会・国民へ還元させる
視点で追跡評価を導入す
る。 
特に研究開発の開始段階に
おいては、大学や民間試験
研究機関の研究開発動向や
国の行政ニーズ、国際的ニ
ーズを勘案しつつ、他の研
究機関との役割分担を明確
にした上で、独立行政法人
土木研究所として研究開発
を実施する必要性、方法等
について検証、評価する。ま
た、研究開発の実施にあた
っては、多様なメディアに
よる情報により国民ニーズ
の動向を的確に捉え、研究
に反映させる。 

①国の大綱的指針に

基づく研究評価が適

切に行われているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①研究評価については、他の

研究機関との役割分担を明確

にしたうえで、国民ニーズを的

確に踏まえて、研究評価要領に

基づき内部評価委員会、外部評

価委員会（第三者委員会）で、

事前評価、事後評価および中間

評価 36回開催した。 

・①評価結果はホームページ

に公開した。 

・成果をより確実に社会･国民

に還元させる視点で、第 2期中

期計画で実施した重点プロジ

ェクト研究 17 課題について追

跡評価を実施した。 

また、評価委員会の結果が、

その後の研究開発に反映さ

れるよう、評価結果および

助言についてフォローアッ

プを行い、研究開発の改善

につなげた。 

・①外部評価委員会では分科

会ごとに他の研究機関との役

割分担を表に整理し説明する

とともに、十分に審議ができる

ようプレゼンテーションの改

善に取り組んだ。 

・①若手研究者の萌芽的な研

究への取り組みを促進すると

ともに、より長期的な視点で異

分野の研究シーズを活用した

研究開発を推進するために「基

盤研究（萌芽）」を創設し、22

件の研究課題を採択した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

・①研究評価委員会からのアド

バイスを基に、基盤研究（萌芽）

を創設した。これは、研究者の

意欲を向上させることが期待

され、国の大綱的指針にある

「研究開発を効果的・効率的に

推進する効果」につながってい

る。 

・①外部評価結果をホームペー

ジで積極的に公開している。こ

れは、国の大綱的指針にある

「国民からの理解と支持を得

る」ことにつながっている。 

・①外部評価委員会の講評

において、土研は評価委員

会の評価結果・議論を受け

止め、毎年度の取組みに反

映し、研究がブラッシュア

ップされていく過程が認め

られた、とのコメントを得

た。 

・①研究評価委員会におけるプ

レゼンテーションの改善を行

った。これより、研究の位置付

けや研究課題間の関係等がわ

かりやすくなる効果が期待さ

れ、国の大綱的指針にある「研

究開発を効果的・効率的に推進

する効果」につながっている。 

【定量的な観点】 

・①評価委員会開催数（中期目

標期間平均値）は基準値と比較

して 127％に増加している。 

＜課題と対応＞ 

平成 28 年度以降も、研究開発

等の実施に当たって研究評価

を実施し、評価結果を研究開発

課題の選定・実施に適切に反映

させる。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を踏

まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大化」に向けて、成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項等を記載） 

・平成 27 年度も引き続き、適切に研究評価を実施し、評価結果を課題の選定・実

施に適切に反映させること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・事前評価、事後評価、中間評価を多数回行い、自己評価、内部評価、外部有識者

委員会による外部評価が実施され、研究評価の適確な実施は、研究開発成果の最

大化に向けて着実な業務運営がされていると評価できる。 

・内部評価及び外部評価を実施し、自ら振り返る機会を持つと同時に外部への説明

を明確に実施し、優れた実施状況と認められる。 

・評価活動の推進については高く評価できるが、評価活動が研究開発成果の最大化

に向けてどのように活用されたのか、また貢献したのかについて明確でない。 

・自己評価、内部評価ならびに外部評価を通して、適切に研究評価が実施されてい

るが、これはあくまでも評価であり、より重要なことはそのことを如何に次のス

テップに活かしていくかということである。 

・研究課題に基盤研究（萌芽）をするなど研究評価委員会のアドバイスに迅速に対

応している。研究評価委員会におけるプレゼンテーションを工夫するなど、適切・

効率的な外部評価が行えるように努力している。 

・評価委員会からの助言を基に２５年度より基盤研究（萌芽）が創設されたが、こ

れは若手研究者の萌芽的研究への取り組みを促進し、意欲を向上させることがで

きるものと評価できる。 

・評価疲れや評価活動への過剰な資源投入という課題もあると想像されるので、評

価結果の活用と評価活動自体の評価なども今後は検討すべきではないか。 

・研究評価自体の効率化をはかり、評価に係る作業の省力化を検討されたい。 

・評価活動の重要性は疑問を挟む余地はないが、評価活動に労力を取られすぎるの

は適切な状況とは言えないので、効率的効果的に評価を実施する方法を検討する

ことを期待する。 

・自己評価結果・外部評価結果は、国民(特に一般の方)の理解と支持を得られるよ

うな工夫がされているか検討してほしい。 

・査読付き論文の本数だけでなく質についても評価対象とし、ISI論文への掲載数

や h-index や h5-index など、論文自体の被引用回数の継続的な追跡評価を検討

されたい。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合に

は重点的に理由を記載） 

 

 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課

題、新中長期目標の変更が必要になる

事項等あれば記載） 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（２）③ 競争的研究資金等の積極的獲得 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、[ ]は各種計画等で指定された基準値、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

獲得件数 
34 39 40 44 58 61 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

獲得金額（千

円） 
218,203 141,937 121,663 140,225 247,292 248,686 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 競争的研究資金等外部

資金の積極的獲得に取

り組むことにより、研

究所のポテンシャル及

び研究者の能力の向上

を図るとともに、自己

収入の確保に努めるこ

と。 

競争的研究資金等外部

資金の獲得に関して、他

の研究機関とも連携し

て戦略的な申請を行う

などにより獲得に努め、

研究所のポテンシャル

及び研究者の能力の向

上を図るとともに、自己

収入の確保に努める。 

①競争的資金等外部資

金の獲得が適切になさ

れたか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①競争的研究資金については、大

学や他の研究機関等と密接な連携

を図り積極的な獲得に努めた。こ

の結果、中期目標期間に新規で獲

得した競争的資金の件数は 118 件

であり、獲得した予算は 899,803千

円であった。 

・①特に総合科学技術会議が創設

した戦略的イノベーション創造プ

ログラム（SIP）に対して積極的に

応募した結果、5件獲得できた他、

平成 26年度は新たに 2つの技術研

究組合に参画し、技術研究組合と

しても、競争的研究資金の獲得が

できた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

①他の研究機関と密接な連携を図る

ことで様々な分野での申請を行い、

戦略的イノベーション創造プログラ

ム(SIP)をはじめとする多くの競争

的資金を獲得した。 

①産学官連携での技術開発を推進す

るため、平成 26年度に土研主導で設

立した 2 つの技術研究組合に組合員

として参加し、約 2 億 7 千万円の予

算を獲得した。 

 

 

【定量的な観点】 

・①獲得件数（中期目標期間平均値）

は、基準値と比較して 142％に増加

している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28年度も、競争的研究

資金等の外部資金の積極的獲得に取

組む。 

 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期

待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間において、他の研究機関との連携や内部査読等研究資金の

獲得に向けた取組とともに、戦略的イノベーション創造プログラムにお

ける 5件の採択を含めて、新規で 88件の競争的研究資金を獲得したこと

については、高く評価でき、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項等を記

載） 

・平成 27年度も引き続き、競争的資金等外部資金の積極的獲得に取り組む

ことにより、研究所のポテンシャル及び研究者の能力の向上を図るとと

もに、自己収入の確保に努めること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・他の研究機関と密接な連携を図り、戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）に対して積極的に応募した結果、新たに 96 百万円（26 年度）の

資金を得たほか、土木研究所が主体的に参画する技術研究組合が 270 百

万円の研究費を獲得しており、顕著な貢献があったと評価できる。 

・中長期目標期間中の競争的資金の獲得が積極的に行われ、めざましい成果

が認められる。特に、他の研究機関との研究協力体制による競争的資金の

応募及び獲得は高く評価できる。 

・競争的研究資金の獲得件数ならびに獲得金額は大幅に増加している。平成

26 年度は特に、ＣＡＥＳＡＲが獲得した 2 つの SIP 予算は大きく、目標

の達成に大きく貢献している。今後もこの傾向は継続していくものと予

想される。 

・今後は、例えば今回多数獲得できたＳＩＰなどの大型研究プロジェクトの

ハブ機関となるべく、人材育成や体制づくりも進められたい。 

・獲得金額は、事業年度ごとの差の原因を分析し、今後に生かしてほしい。 

・採択率、応募件数等も指標として示してほしい。 

・より大型の研究費獲得にチャレンジしてほしい。 

・今後は更なる研究資金の競争化が進むと見込まれ、より革新的な研究推進

が望まれる。 

・研究所が保有する研究環境や設備等から考えて、競争的資金獲得において

相応のアドバンテージを有すると考えられるため、いわば獲得出来て当

然という考え方もできる。競争的資金を獲得しなければできないような

研究を適切に絞り込み、効果的に研究を遂行していく必要がある。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合には

重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課題、

新中長期目標の変更が必要になる事項

等あれば記載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（３）① 技術の指導 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27 年度   

技術指導実

績数（件数） 
2155.33 2092 2384 2419 2520 2687 

  予算額（千円） 10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

災害派遣数

（延べ数） 
72.33 393 92 72 83 40 

  決算額（千円） 8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         経常費用（千円） 7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 独立行政法人土木研究

所法第 15条により国土

交通大臣の指示があっ

た場合の他、災害その

他の技術的課題への対

応のため、外部からの

要請に基づき、又は研

究所の自主的判断によ

り、職員を国や地方公

共団体等に派遣し所要

の対応に当たらせる

等、技術指導を積極的

に展開すること。 

独立行政法人土木研究

所法（平成１１年法律第

２０５号）第１５条によ

る国土交通大臣の指示

があった場合は、法の趣

旨に則り、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２

２３号）及び大規模地震

対策特別措置法（昭和５

３年法律第７３号）に基

づき定める防災業務計

画に従い土木研究所緊

急災害対策派遣隊（土研

TEC-FORCE）を派遣

する等、迅速に対応す

る。災害時は国土交通省

等の要請に基づき、防災

ドクターをはじめとし

た専門技術者を派遣す

る。そのほか、災害を含

めた土木関係の技術的

課題に関する指導、助言

については、技術指導規

程に基づき、良質な社会

資本の効率的な整備、土

木技術の向上、北海道開

発の推進等の観点から

適切と認められるもの

について積極的に技術

指導を実施する。 

①行政への技術的支援

が十分に行われている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・①東日本大震災に関しては、国や地方

公共団体から要請を受け専門家を延べ

107 名派遣し、橋梁、河川堤防、下水道

施設、土砂災害など多岐の分野にわたり

技術指導を実施し、早期の輸送ルート確

保、被災した構造物の復旧、二次災害の

防止、公衆衛生の確保などに貢献した。

東日本大震災以外にも、平成 23 年の台

風 12号に関連した災害、平成 25年の伊

豆大島での土石流災害、平成 26 年の広

島県での土砂災害、御嶽山噴火、平成 27

年の関東･東北豪雨(鬼怒川・渋井川の堤

防決壊等)、鹿児島県口之永良部島の噴

火、北海道羅臼町地すべりなどの数多く

の災害に対して、国や地方公共団体から

要請を受け継続的に専門家を派遣し、技

術的な支援を行った。また、平成 25 年

度に、災害時の土研 TEC-FORCEのより迅

速な派遣と効率的な技術支援を行うた

め、各地方整備局等と土木研究所 TEC-

FORCE派遣に関する協定を締結した。 

・①災害時以外にも、土木技術に係る諸

問題に対し技術指導を実施し、技術指導

12,102 件、技術委員会への参画 6,699

件、研修等の講師派遣 1,714件を実施す

るなど、現場における技術的課題の解決

や技術者の育成等に貢献した。 

・①また、北海道開発の推進等の観点か

ら、北海道開発局との共催により現地講

習会を 50 箇所（講演 169 テーマ）で開

催した。また、寒地土木研究所は、北海

道開発局および北海道等と、北海道内の

自治体への技術指導や災害時の技術的

支援等を目的に連携･協力協定を締結し

ており、協定に基づく活動として、自治

体からの技術相談に積極的に対応する

などして、地域の技術力向上に大きく貢

献した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

・①東日本大震災、平成 23年

台風 12 号による災害等数多

くの災害に対して継続的に

専門家を派遣し、行政への技

術的支援を行った。 

・①災害時のみならず、平常

時の現場での技術的課題の

解決に貢献することで、行政

に対して十分な技術的支援

を行った。 

・①災害時の技術指導に対し

て多くの感謝状を頂いた。 

 

【定量的な観点】 

・①技術指導実績数（中長期

目標期間平均値）は、基準値

と比較して 112％に増加し

た。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度も、国

や地方公共団体等における

災害その他の技術的課題へ

の対応のため、職員の派遣等

により、技術の指導を積極的

に展開する。 

 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待

等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間において、平常時における技術指導、講師派遣や技術委員

会への参画などとともに、東日本大震災や平成 23 年台風 12 号等の災害時

において専門家を派遣して技術指導を行ったことは高く評価でき、「研究開

発成果の最大化」に向けて、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期

待等が認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項等を記載） 

・平成 27 年度も引き続き、国や地方公共団体等へ職員を派遣することによ

り、技術指導に積極的に取り組むこと。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・災害時の活躍は特筆に値するが、平常時においても研究成果の社会への普

及と技術協力に成果を上げていて、研究成果の社会還元や最大化から見て

高く評価できる。 

・災害時及び平常時の技術指導・支援を行った他、講習会、講演会への講師派

遣や、技術委員会への参画などにより十分に貢献し、優れた実施状況と認

められる。 

・平成 23年度の東日本大震災をはじめ、日本での台風による水害や、インド

ネシア・アンボン島の天然ダム災害、平成 25年の伊豆大島での土石流災害

や、平成 26年の広島県での土砂災害、御嶽山噴火等、数多くの災害に対し

て、国や地方公共団体から要請を受け継続的に専門家を派遣し、技術の指

導にあたってきたことやその活動に対する評価は高い。 

・東日本大震災に代表されるように、災害時の派遣要請に応える体制が確立

されていること、また橋梁、土砂災害等多岐の分野の技術指導を実施して

いること、さらには早期の輸送ルート確保、二次災害の防止等に貢献して

いることは高く評価できる。 

・災害時以外の技術指導は、土木技術に係る諸問題に対して実施し、特に技

術指導件数は年々増加している点は評価できる。また、北海道等のように

地域特性の現れる問題に対する技術支援は、地域の技術力向上にも貢献し

ている。 

・これらの活動に対しての予算手当は必ずしも十分ではないと思われる。明

日のための基盤研究や萌芽研究と小さいパイの取り合いにならないような

配慮と予算手当が必要ではないか。 

・技術指導件数等は年々増加傾向にあるが今後とも対応可能なのか。eラーニ

ングシステムの導入等技術指導・支援の在り方の検討が必要ではないか。 

・TEC-FORCEなどの優れた取り組みが今後とも継続することを期待している。 

・災害時対応は極めて重要であり、研究所の知見を整理しておくことは、益々

必要になると考える。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合に

は重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課

題、新中長期目標の変更が必要になる

事項等あれば記載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（３）② 成果の普及 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、[ ]は中期計画で示された目標、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度  27年度    23年度 24年度 25 年度 26年度 27年度   

査読付論文 
253 256 270 285 320 290 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

講演会等の

来場者数 
1,161.7 1,179 1,254 1,137 1,235 1,752 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

一般公開開

催数 
〔2〕 4 5 5 5 5 

  
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

講演会の開

催数 
3 3 3 3 3 5 

  
経常利益（千円） 0 0 0 0 0 

  

技術展示等

出展件数 
9 8 9 12 18 19 

  行政サービス実

施コスト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

 

通年の施設

公開見学者

数 

2870.33 2534 2513 2454 2872 2793 

  

従事人員数 331の内数 328の内数 324の内数 336の内数 325の内数 

  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 （１）①の重点的研

究開発の成果の他、

（１）②の基盤的な

研究開発等を通じて

得られた重要な成果

については、国が実

施する関連行政施策

の立案や技術基準の

策定等の業務に容易

に活用しうる形態に

よりとりまとめるこ

と。 

また、成果の効果的

な普及のため、国際

会議も含め関係学会

での報告、内外学術

誌での論文掲載、成

果発表会、メディア

への発表を通じて技

術者のみならず広く

国民への情報発信を

行い、外部からの評

価を積極的に受ける

こと。併せて、成果の

電子データベース化

やインターネットの

活用により研究開発

の状況、成果を広く

提供すること。 

ア）技術基準及びその関連

資料の作成への反映等 

（１）の研究活動及び（３）

①の技術指導から得られた

成果のうち重要なものにつ

いては、行政による技術基

準の策定やその関連資料の

作成、国、地方公共団体、

民間等が行う建設事業や業

務等に関連する技術資料の

作成に積極的に反映すると

ともに、必要により研究所

自ら土木研究所報告、土木

研究所資料をはじめとする

各種の資料や出版物として

とりまとめる。 

イ）論文発表等 

研究成果については、学会

での論文発表のほか、査読

付き論文等として関係学会

誌、その他専門技術誌への

投稿、インターネットの活

用等により積極的に周知、

普及に努める。 

ウ）国民向けの情報発信、

国民との対話、戦略的普及

活動の展開等 

プロジェクト研究をはじめ

とする重要な研究について

は、公開の成果発表会の開

催、メディアへの発表を通

じ、積極的に技術者のみな

らず国民向けの情報発信を

行う。また、研究所の研究

成果発表会、講演会等を開

催し、内容を充実させ、国

①研究成果を技術基

準等へ積極的に反映

するとともに、関係

学会での発表等によ

る成果普及を積極的

に推進しているか。 

②【アウトリーチ・

理解増進の観点】社

会に向けて、研究・

開発の成果や取組の

科学技術的意義や社

会経済的価値を分か

りやすく説明し、社

会から理解を得てい

く取組を積極的に推

進しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①ア）技術基準類の策定･改定に

際し、土木研究所の研究成果が 104

件の技術基準類に反映された。特

に、「総点検実施要領（案）」では、

笹子トンネル崩落事故を受け、3カ

月弱という短期間で多岐にわたる

道路構造物の点検方法や点検項目

等をとりまとめた。土木研究所の

取り組みの結果が早期に技術基準

類へと反映されたことで、より安

全な社会資本の整備や維持管理に

貢献した。 

・①イ）論文については、研究成果

を論文としてとりまとめ、学会等

に発表するほか、中期計画期間内

において査読付論文 1,421 件を国

内外の学会誌、論文集、その他専門

技術雑誌への積極的な投稿を行う

等、研究成果の周知･普及を図っ

た。 

・②ウ）研究成果の周知・普及にお

いては、幹部職員で構成される広

報委員会等で承認された年度毎の

広報計画に基づき、研究成果をホ

ームページで公表したほか、各地

でショーケースや報告会等を積極

的に行った。 

・また、メディアへの情報発信につ

いても記者発表や災害調査状況報

告を積極的に行い、ニュース番組

等に数多く取り上げられた。 

・講演会については土木研究所講

演会や寒地土木研究所講演会等を

開催し、計 6,557 人の方々にご来

場頂いた。その他、計 24回の一般

市民を対象とした一般公開や施設

見学も行う等、土木研究所の取り

組みへの理解増進に努めた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

・①研究成果を総点検実施要領等各種

技術基準等へ積極的に反映させており、

成果普及を推進している。 

・②チャオプラヤ川の氾濫シミュレー

ションの結果や北海道の吹雪の視界情

報等マスメディアを通じて繰返し情報

発信を行うことで、社会から理解を得て

いく取組を積極的に推進している。 

・②一般公開や講演会、施設見学等を数

多く行うことで、社会から理解を得てい

く取組を積極的に推進している。 

【定量的な観点】 

・①査読付論文（中期目標期間平均値）

は、基準値と比較して 112％に増加して

いる。 

・②講演会等の来場者数（中期目標期間

平均値）は、基準値と比較して 113％に

増加している。 

・②一般公開開催数（中期目標期間平均

値）は、目標値を大きく上回る 240％に

増加している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度も、研究開発成果

を、国が実施する関連行政施策の立案や

技術基準の策定等の業務に容易に活用

することができるようとりまとめると

ともに、成果の国への報告等により、そ

の成果普及を推進する。 

 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創

出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間において、研究開発成果の技術基準や行政関連資

料等への反映、査読付論文の発表並びに研究所の一般公開、講演

会及び施設見学等による情報発信を実施したとともに、チャオプ

ラヤ川の氾濫シミュレーションや北海道の吹雪視界情報等の情

報発信を行ったことは高く評価でき、「研究開発成果の最大化」

に向けて、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項

等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、技術基準等への反映等や論文発表等、

国民への情報発信等により、成果の普及を図ること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・当中長間目標期間に、研究所の研究成果が 78件の技術基準類に

反映された。特に、「総点検実施要領」では、笹子トンネル崩落

事故を受け、3カ月弱の短期間で点検方法、点検項目等を取り纏

めた。安全な社会資本の整備、維持管理に貢献したと評価できる。

査読付論文数、講演会来場者数等も増加しており、成果の普及は

十分図られていると評価できる。 

・研究成果の周知・普及は、HP、各地でのショーケースの開催、講

演会の開催、メディアへの情報発信、一般市民を対象とした一般

公開や施設見学等、様々な方法を用いて積極的に行っている。 

・研究成果の技術基準類への反映や、論文発表、マスメディアへの

成果公表など、研究成果の普及に努力していると評価できる。 

・一般市民向けの活動も積極的に展開されている。研究の面白さ、

有用性などをさらにアピールしてほしい。 

・実務に近い応用研究が多く実施されている現況から考えて査読

付き論文よりも学会やセミナーの口頭発表が成果の場として期

待されると思われる。 

・一般市民からの理解を得る取組は、現状で良いかの検討が必要で

はないか。例えば、中長期目標期間の業務の実績報告(自己評価)

は、説明責任を果たす上でも重要であるが、分厚い自己評価書で

はなく、全体の状況(概要)を分かりやすく公表する等の工夫をし

てほしい。 

・国土交通行政に基礎研究・応用研究が活かされていること、それ

により国民生活が安全で豊かになっていることをもっと広く PR

するための予算を確保することが必要であると思われる。 

・成果の普及は、研究所としての本来の使命であり、今後も着実に

取り組んでいただきたい。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合には重点的

に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課題、新中長

期目標の変更が必要になる事項等あれば記載） 

＜その他事項＞ 
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民との対話を促進する。さ

らに研究開発の状況、成果

を中期目標期間内のできる

限り早期にインターネット

の活用等により電子情報と

して広く提供する。インタ

ーネットによる図書検索・

論文検索システム及びレフ

ァレンスサービスを充実す

ることにより一層の利便性

向上を図る。 

特に、積雪寒冷に適応した

社会資本整備に係わる研究

開発成果については、その

他の活用可能な地域に対す

る普及のための活動を積極

的に実施する。 

また、一般市民を対象とし

た研究施設の一般公開をつ

くばと札幌においてそれぞ

れ年１回実施するととも

に、その他の構外施設等に

ついても随時一般市民に公

開するよう努める。 

 研究開発された新たな工

法や設計法、調査法、装置、

材料等については、毎年度、

技術の内容等を検討し、適

用の効果や普及の見通し等

が高いと認められるもの

を、重点的に普及を図るべ

き技術として選定するとと

もに、効果的な普及方策を

立案して戦略的に普及活動

を展開する。 

・水害、噴火や地震等の災害が多く発生している日本の状況から、

土木研究所に寄せる期待も大きく、研究成果に対する更なる活動

をしてほしい。 

・発表論文は、掲載誌の質（インパクトファクターなど）と論文自

体の被引用回数やダウンロード数のモニタリングなどにより継

続的に評価を行い、研究成果のインパクト（他者の活用状況）も

評価すべきである。 

・日本の土木技術はアジアなど諸外国にも適用できるものも多く、

英語での成果の発表をさらに推進してほしい。 

・広報活動としてホームページのさらなる充実やデータ公開等を

期待する。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（３）③ 知的財産の活用促進 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標候補  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

知的財産収

入（万円） 
3,076 2,671 4,429 4,260 3,418 2,619 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

実施契約率

（%） 
19.73 24.4 30.0 31.5 33.2 37.9 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

権利取得数 23 18 30 16 12 11   
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 成果に関する知的財産

権は、保有する目的を

明確にして、必要な権

利の確実な取得や登

録・保有コストの削減

等により適切な維持管

理を図るとともに、普

及活動に取り組み活用

促進を図ること。 

業務を通じて創造され

た知的財産について

は、知的財産ポリシー

に基づき、知的財産権

を保有する目的を明確

にした上で、当該目的

を踏まえつつ、土木研

究所として必要な権利

を確実に取得するとと

もに、不要な権利を処

分することにより登

録・保有コストの削減

等を図り、保有する知

的財産権を適切に維持

管理する。また、知的財

産権の活用状況等を把

握し活用促進方策を積

極的に実施することに

より、知的財産権の実

施件数や実施料等の収

入の増加を図る。 

①【科学技術イノベーション創出・課

題解決のためのシステムの推進の観

点】知的財産権の取得・管理・活用は

適切になされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①知的財産については、土木研究所と

して必要な権利を確実に取得するため、

知的財産委員会で十分審議を行い、必要

な手続き等を進めることにより中長期目

標期間中に多くの知的財産権を取得する

ことができた。 

・①また、権利の適切な維持管理を図る

ため、権利維持方針に基づいて関係者間

の調整を行い、権利維持あるいは権利放

棄のための必要な手続き等を進めること

により維持管理の経費を削減するととも

に、“創造・保護・活用”の知的創造サイ

クルを活発に回転させて行くため、職員

向けの知的財産に関する手引きの作成を

実施した。 

・①知的財産権の一元管理を行うパテン

トプール契約制度を活用している。 

・さらに、権利の活用促進を図るため、新

技術ショーケースや新技術セミナー、現

場見学会等の普及活動を含めた活用促進

方策を立案して積極的に実施するととも

に、知的財産権活用促進事業を積極的に

活用し、研究チーム等と協力して事業実

施に取り組んだこと等により、平成 27年

度の知的財産に関わる実施契約率は

37.9％となり、中長期目標期間における

知的財産収入は総額で 17,397 万円の収

入を得ることができた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

・①パテントプール契約制度の採用

等適切な知的財産権の取得・管理・活

用が行われており、知財収入の増加

や実施契約率の向上につながってい

る。 

【定量的な観点】 

・①知的財産収入（中期目標期間平均

値）は、基準値と比較して 113％に増

加している。 

・①実施契約率（中期目標期間平均

値）は、基準値と比較して 159％に増

加している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28年度も、知的財産の

確保・管理について、土木研究所知的

財産ポリシーに基づき、知的財産を

保有する目的を明確にして、必要な

権利の確実な取得を図るとともに、

不要な権利の削減により保有コスト

の低減に努める等適切な維持管理を

図る。 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び

将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評定に至った

根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大

化」に向けて、成果の創出や将来的な成果の創出

の期待等が認められ、着実な業務運営がなされて

いる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに

反映すべき事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、知的財産権の保有する目

的を明確にして、適切な維持管理を図るとともに、

普及活動に取りくみ、活用促進を図ること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・知的財産については、知的財産委員会を中心とし

て適切な管理がなされており、当中長期目標期間

中に多くの知的財産権を取得している。直近では、

実施契約率は 33.2％となり当該期間中に知的財

産権全体で 147百万円の収入を得ている。 

・知的財産収入自体は 2670 万円から 4430 万円の間

を推移しており、年度によっては減少している場

合もあるが、実施契約率は増加しており、知的財

産の活用促進が今後も着実に図られていくものと

評価できる。 

・研究開発成果の最大化とそれに関するビジョンを

踏まえて、目標値そのものについての議論をすべ

きであると考える。 

・社会還元や活用を通じての研究開発成果の最大化

を考えた場合の知的財産の無料使用の許諾なども

併せて検討してほしい。 

・今後世界をフィールドとした研究を行っていく上

で、積極的に知的財産権を取得していくことが期

待される。 

 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場合には重

点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかった課題、

新中長期目標の変更が必要になる事項等

あれば記載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（４） 土木技術を活かした国際貢献 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標候補  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

海外への派遣

依頼 
52.33 60 93 90 90 85 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

研修受講者数 
295.33 343 410 379 433 355 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

修士・博士修了

者数 
9.67 12 19 14 13 15 

  
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

ICHARM 

NEWS 

LETTER 発

行回数 

4 4 4 4 4 4 

  

経常利益（千円） 0 0 0 0 0 

  

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 我が国特有の自然条件

や地理的条件等の下で

培った土木技術を活用

し、産学官各々の特性

を活かした有機的な連

携を図りつつ、世界各

地の状況に即して、成

果の国際的な普及や規

格の国際標準化への支

援等を行うことによ

り、アジアをはじめと

した世界への貢献に努

めること。 

水関連災害とその危機

管理に関しては、水災

害・リスクマネジメン

ト国際センターを中心

に国際的な活動を積極

的に行い、国際貢献に

努めること。 

①土木技術による国際貢献 

国土交通省、国際協力機構、外国

機関等からの派遣要請に応じ、諸

外国での水災害、土砂災害、地震

災害等からの復旧に資する的確

な助言や各種調査・指導を行う。

また、産学官各々の特性を活かし

た有機的な連携を図りつつ、技術

移転が必要な発展途上国や積雪

寒冷な地域等その国や地域の状

況に応じて、我が国特有の自然条

件や地理的条件等の下で培った

土木技術を活用した、アジアをは

じめとした世界各国の社会資本

の整備・管理への国際貢献を実施

する。その際、社会資本の整備・

管理を担う諸外国の人材育成、国

際貢献を担う所内の人材育成に

も積極的に取り組む。これまでの

知見を活かし、土木技術の国際標

準化への取組も実施する。さら

に、大規模土砂災害に対する対策

技術、構造物の効率的な補修・補

強技術、都市排水対策技術など日

本における「安全・安心」等の土

木技術を、アジアをはじめ世界各

国へ国際展開するための研究活

動を強化する。 

 

②水災害・リスクマネジメント国

際センター（ICHARM）による国際

貢献 

水関連災害とその危機管理に関

しては、国際連合教育科学文化機

関（ユネスコ）の賛助する水災害

の危険及び危機管理のための国

際センターの運営に関するユネ

①土木技術によるアジア

等への国際貢献がなされ

ているか。 

②【国際的観点】国際的な

プロジェクトへの貢献が

なされているか。 

＜主要な業務実績＞ 

○土木技術による国際貢献 

・①他機関からの要請による海

外派遣や国際機関のメンバー

としての活動を多数行ってい

る。独立行政法人国際協力機構

（JICA）等からの依頼に対し

て、中長期目標期間中にのべ

418 名の短期調査団員･短期専

門家の派遣を行った。特に、イ

ンドネシアのアンボン島で発

生した天然ダムについては、土

木研究所の技術指導を行った

結果、天然ダムの決壊前に避難

が行われ、約 5,000人の住民の

命を救うことができた。また、

ネパール大地震では、JAICが派

遣するネパール国復興調査団

のメンバーとして約 2.5ヵ月間

現地に派遣され、震災復興に貢

献した。 

・①JICA 等からの要請に基づ

き、中長期目標期間中に 1,920

名の研修生の受入れを行った。 

○水災害・リスクマネジメント

国際センター（ICHARM）による

国際貢献 

・①修士課程「防災政策プログ

ラム」・博士課程「防災学プログ

ラム」で合計 73 名の修了生を

輩出した。帰国研修生を対象と

したフォローアップセミナー

を毎年度開催し、研修生帰国後

の技術支援を行うとともに人

材ネットワークの強化を行っ

た。 

・①情報ネットワーク活動面で

は、台風委員会やセンチネルア

ジアなどを通じた国際活動へ

の貢献、国連防災世界会議への

貢献、 20 件の ICHARM NEWS 

Letterの発刊などを行った。 

・②ユネスコ－パキスタンプロ

ジェクトの実施など、様々な活

動を実施するとともに、数多く

の国際会議で水災害に関する

セッションの運営を行う等、水

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

・①アンボン島の技術的支援等土木

技術によるアジア等への国際貢献が

十分になされている。 

・①帰国研修生を対象としたフォロ

ーアップセミナーの継続的な実施等

アジアをはじめとする海外の技術力

向上に貢献している。 

・②ユネスコ・パキスタンプロジェ

クトの実施等、国際的なプロジェク

トの貢献がなされている。 

【定量的な観点】 

・①海外への派遣依頼（中期目標期

間平均値）は、基準値と比較して

160％に増加している。 

・①研修受講者数（中期目標期間平

均値）は、基準値と比較して 130％に

増加している。 

・②修士・博士修了者数（中期目標

期間平均値）は、基準値と比較して

151％に増加している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28年度も、アジアをは

じめとした世界への貢献を目指し

て、国際標準化をはじめ成果の国際

的な普及のための取組みを行う。 

 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創出の期待等を

踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間において、海外への講師派遣や JICA 等からの要請等に対する

研修生の受け入れとともに、インドネシアのアンボン島における国際貢献や

ICHARM が国際会議における国際的なプロジェクトへの貢献や水災害に関する

セッションの運営等により国際貢献を行ったことは高く評価でき、「研究開発

成果の最大化」に向けて、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項等を記載） 

・平成 27 年度も引き続き、土木技術による国際貢献と水災害・リスクマネジメ

ントセンターによる国際貢献を行うこと。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・海外への派遣は、当中長期目標期間中、延べ 333名であり高水準にあると認め

られるほか、JICA等の要請に基づき、1565名の研修生の受け入れを行うなど継

続した国際貢献がなされた。 

・アンボン島への技術支援により、天然ダム決壊前に避難が行われたため、約

5000人の命を救うことができた事案は高く評価されてよいと考える。 

・ICHARMは、仙台での国連防災世界会議をはじめ、数多くの国際会議で水災害に

関するセッションの運営や研究成果の発表を行う等、水災害の分野において大

きな国際貢献を果たすことができた。 

・ICHARM を中心とする国際的な活動を積極的に展開し、国際貢献に努めている

ことは評価できる。特に研修面における、水災害の専門家の育成を目的とする

修士課程「防災政策プログラム」と博士課程における「防災学プログラム」の

実施及び帰国研修生を対象としたフォローアップセミナーの毎年度の開催は

意義あるものである。 

・ICHARMの国際研究ハブとしての認知を高めるべくさらに推進されたい。 

・ICHARM は土木研究所の国際部門の窓口として大きな責務を担っており、その

成果は十分には果たされている。 

・土木研究所の果たす役割の重要性は国内外問わず増していくと考えられ、その

人員・技術力の確保は優先していかなければならない。 

・水害･水分野をリードモデルとして他の分野の国際活動と貢献を期待したい。 

・土木研究所のポテンシャルから考えるとなお一層の海外展開が期待できる。水

災害以外の分野も積極的な国際展開を考えるべきである。 

・ICHARM以外にもより積極的な国際貢献が望まれる。また、アジア以外での活躍

も期待される。 

・国際室を中心に、研究所の国際貢献を組織的・戦略的に支える仕組みを作って

ほしい。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離が

ある場合には重点的に理

由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出され

なかった課題、新中長期

目標の変更が必要になる

事項等あれば記載） 

＜その他事項＞ 
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スコとの契約に基づき、センター

の運営のために必要となる適当

な措置をとる。その上で、ICHARM

アクションプランにより、短時間

急激増水に対応できる洪水予測

技術、人工衛星による広域災害の

範囲・被害規模把握技術の開発

等、世界の水関連災害の防止・軽

減のための研究・研修・情報ネッ

トワーク活動を一体的に推進す

る。その際、国内外の関連機関及

び研究プロジェクト等との積極

的な連携及び国際公募による外

国人研究者の雇用を行う。 

災害の分野において大きな国

際貢献を果たせた。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評価調書様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１（５） 技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献 

関連する政策・施策 41 技術研究開発を推進する 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人土木研究所法第 3 条 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報 ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値、ただし、太字は評価指標  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 23年度 24年度 25年度 26 年度 27年度    23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   

講習会開催

数 
10 10 10 10 10 10 

  
予算額（千円） 

10,143,811 

の内数 

7,629,244 

の内数 

8,517,003 

の内数 

8,228,498 

の内数 

7,811,082 

の内数 

  

新技術活用

率（%） 
33.3 34.1 39.0 41.4 45.8 44.5 

  
決算額（千円） 

8,236,927 

の内数 

7,537,097 

の内数 

8,879,516 

の内数 

8,476,101 

の内数 

8,612,505 

の内数 

  

         
経常費用（千円） 

7,469,530 

の内数 

7,081,897 

の内数 

8,412,430 

の内数 

7,433,466 

の内数 

7,868,575

の内数 

  

         経常利益（千円） 0 0 0 0 0   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

9,403,981 

の内数 

8,553,830 

の内数 

10,747,049 

の内数 

8,836,071 

の内数 

9,296,791

の内数 

  

          従事人員数 331の内数 328の内数 324 の内数 336の内数 325の内数   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注）四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがある。 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 国土交通省等における

技術力の向上及び適切

な技術の継承に貢献す

ること。また、国土交通

省の公共工事等におけ

る新技術の活用促進の

取組に積極的に貢献す

ること。 

事業実施における技術

的課題の解決のため、

国土交通本省、地方整

備局及び北海道開発局

等からの委託を受けて

研究開発を確実に実施

すること。 

国土交通省等における技術力を向上

し、また適切に技術の継承を行うた

め、研究所においては国土交通省等

との人事交流等により受け入れた技

術者を戦略的に育成する。 

 また、１．（３）の技術の指導及び

研究成果の普及を通じて積極的に外

部への技術移転を行うとともに、地

方整備局等の各技術分野の専門技術

者とのネットワークを活用して、関

連する技術情報等を適切な形で提供

すること、国等の職員を対象にした

講習会の開催等により、社会資本整

備に関する技術力の向上及び技術の

継承に貢献するよう努める。 

 さらに研究所地域支援機能の強化

を行い、地方公共団体等からの要請

に基づき、技術者の育成を図り、地域

の技術力の向上に寄与する。 

 これまで蓄積してきた土木研究所

の知見を研究者・技術者へ伝え、更に

は所内の若手研究者育成のため、土

木技術に関するナレッジデータベー

スを構築し、活用する。 

 また、国土交通省が進める公共工

事等における新技術活用システムに

対し、制度の適切な運用や改善に向

けての支援を行うとともに、国土交

通省の地方整備局等が設置する新技

術活用評価会議に職員を参画させ、

さらに、研究所内に組織した新技術

活用評価委員会において地方整備局

等から依頼される技術の成立性等の

確認を行うこと等により積極的に貢

献する。 

 １．（３）に示す研究成果の普及を

通じて研究所の研究開発ポテンシャ

①【社会的・経済的観点】

成果・取組が社会的価値

（安全・安心で心豊かな

社会等）の創出に貢献す

るものであるか。 

②【妥当性の観点】成果・

取組が国の方針や社会

ニーズと適合している

か。 

③【研究者、研究開発マ

ネジメント人材の育成・

支援の観点】技術者の育

成、支援の取組が十分で

あるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①構造物メンテナンス研究センター

（CAESAR）では、「CAESARメンテナン

ス技術交流会」の産学官のメンバーに

よる意見交流会を開催するとともに、

最新のメンテナンス技術動向などに関

するメール配信を行っている。 

・①②新技術の活用については、新技術

活用会議に委員として参加したほか、新

技術の事後評価等を実施するなど、シス

テム運営の方針や個別技術の評価の審

議に積極的に参画した。また、こうした

貢献の結果、新技術活用率(新技術を活

用した工事件数を総工事件数で除した

もの)は中期目標期間最終年度において

44.5％である。 

・③国土交通省等の技術系職員を人事

交流として受け入れ、土研開発技術の勉

強会を開催するなど、技術者の育成に努

めたほか、専門技術者研究会において現

場研修等の活動を開催するなど、技術力

の向上、技術の伝承に貢献した。 

・③また、地域の技術力向上に寄与する

ために、国や地方公共団体等からの多く

の技術相談に対応した。北海道内の市町

村へ積極的な PR 活動を行ったことによ

り、多数の相談を受けた。さらに寒地技

術講習会を 50 件行ったほか、技術者交

流フォーラムの開催等、各種講習会を多

数行う等、地域における技術者の育成や

産学官の交流連携に貢献した。 

・ナレッジデータベースについては、橋

梁の技術相談と土砂災害に関するナレ

ッジテータベースが整備され、若手研究

者の育成や新規研究課題の立案に活用

されている。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【定性的な観点】 

・①CAESARをはじめとして、各種講演会

の開催等関係する技術者への情報提供

を積極的に行うとともに、技術力の不足

している地方自治体への技術力の向上

を積極的に行っている。 

・①②新技術活用評価会議での参画等、

技術の評価を通じて、国の方針や社会ニ

ーズに適合した取組を行っている。ま

た、技術の社会的価値の創出に貢献して

いる。 

・③専門技術者研究会、寒地技術交流

会、技術講習会等技術力の向上、技術者

の育成、支援の取組を積極的に実施して

いる。 

【定量的な観点】 

・①講習会開催数（中期目標期間平均

値）は、基準値と比較して 100％と、前

中期同様継続的に取り組んでいる。 

・②新技術活用率（中期目標期間平均

値）は、基準値と比較して 123％に増加

している。 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度も、事業実施上の

技術的課題の解決に取組む等により、技

術力の向上、技術の継承及び新技術の活

用促進への貢献を図る。 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成

果の創出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ

明確に記載） 

・中長期目標期間において、新技術活用評価会議に参加し、

新技術の活用促進のための技術評価等に取り組むととも

に、人事交流等や、専門技術者研究会、技術エキスパート

研究会、メンテナンス技術交流会、寒地技術講習会等を開

催して技術者の技術力の向上に取り組んだことは高く評価

でき、「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著な成果の創

出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべ

き事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、国土交通省等における技術力の向

上及び適切な技術の継承に貢献すること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・中長期目標期間を通して、専門技術者研究会、寒地技術交

流会、メンテナンス技術交流会、関東地整技術エキスパー

ト研究会等の活動が継続されている。この積み重ねが、国

交省関係技術者の技術力向上及び技術の承継に大きく貢献

したと評価できる。 

・講習会や研修を積極的に実施し技術継承や新技術活用促進

に努めていることから優れた実施状況と認められる。 

・CAESARをはじめとして、専門技術者研究会、寒地技術講習

会等の開催は、地域の技術力の向上と技術の継承に貢献し

ていると認められる。特に、専門技術者研究会は、各地方

整備局から選ばれた職員が参加するもので、平成 20年度以

降の参加者は年々増加している。 

・技術相談室(寒地土木研究所)による相談対応は、幅広い技

術相談に対応し、件数は年々増加している。その大部分が

市町村からのものであり、この制度が有益なものと判断で

きる。 

・新技術活用促進への支援の効果は、新技術活用率の増加と

なって現れている。 

・自然災害が頻発、激甚化している現状では、自治体職員へ

の技術指導及び普及を目的とした各種講演会の開催や情報

提供を行うことは非常に重要である。 

・地方自治体への継続的・様々な技術指導の取り組みや、構

造物メンテナンス研究センターによる産官学のメンテナン

ス技術の集約と配布など、継続的かつ充実した活動が評価

できる。 

・CAESAR では、「CAESAR メンテナンス技術交流会」の産学官

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある

場合には重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなか

った課題、新中長期目標の変更

が必要になる事項等あれば記

載） 

＜その他事項＞ 
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ルに対する外部からの評価を高める

ことにより、国土交通本省、地方整備

局、北海道開発局等から、事業実施に

おける技術的問題の解決のために必

要となる試験研究を受託し、確実に

実施する。 

のメンバーによる意見交流会を開催するなど、技術力の向

上、技術の伝承に貢献している。 

・成果の最大化は社会からのニーズに応じて変化するもので

あり、迅速、柔軟に対応することも重要。 

・技術力の向上と技術の継承を行うには、研究会・講習会も

重要であるが、他の方法、例えば e ラーニングシステムの

導入等、新たな方法を検討する時期に来ている。 

・引き続き国や社会のニーズに応じた新技術の開発や普及に

つとめてほしい。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２（１） 効率的な組織運営 

 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ       ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値を採用、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

研究支援部門の連

携・調整会議開催

数（知財部門） 

- 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 研究ニーズの高度化、多

様化等の変化への機動

的な対応や業務運営の

効率化の観点から、効率

的な運営体制の確保を

図るとともに、管理部門

の簡素化に努めること。

また、寒地技術推進室に

ついて集約化すること。 

① 柔軟な組織運営 

研究ニーズの高度化、多

様化等の変化への機動

的な対応と業務運営の

効率化の観点から、研究

テーマに応じ必要な研

究者を編制するなど今

後も効率的な運営体制

の確保を図るとともに、

外部への委託が可能な

業務のアウトソーシン

グ化を行うこと等によ

り管理部門の簡素化に

努める。 

また、平成２０年度に北

海道開発局から業務を

移管されたことに伴い

設置された寒地技術推

進室については、寒地土

木研究所が実施してい

る研究開発と一体とし

て業務を行うこととな

ったこと及び業務運営

の効率化を進める観点

から、平成２４年度まで

に更なる集約化を図る。 

 

②研究支援体制の強化 

 所内に横断的に組織

した研究支援部門によ

り、外部研究機関との共

同研究開発等の連携、特

許等知的財産権の取得・

活用、新技術をはじめと

する研究成果の普及促

進等について効率的に

実施する。また、国際貢

献を進めるため、国土交

通省が進める国際標準

化、国際交流連携及び国

際支援活動を戦略的に

推進する体制を横断的

に組織する。 

①業務運営の効率化を推進して

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

○柔軟な組織運営 

・①プロジェクト研究について、横断

的・効率的な研究開発を推進するため、

複数の研究グループが横断的に連携す

る体制を構築して実施している。さら

に、寒地土木研究所では特定テーマに関

する研究開発を柔軟かつ横断的に実施

するため、グループおよびチームの枠を

越えた研究ユニットを組織して研究を

進めている。さらに、土木材料分野の新

たな研究開発を推進するため、先端材料

資源研究センター（iMaRRC）を平成 27年

4月 1日に設置した。 

・①また、道央支所、道南支所について

は、業務運営の効率化等の観点から、平

成 25年 3月 31日に寒地技術推進室へ統

合した。 

 

○研究支援体制の強化 

・①研究成果の普及等の業務を効率的、

効果的に進めるため、技術推進本部と寒

地技術推進室の間で連携会議を開催し、

知的財産管理システムの再構築や知的

財産に関する手引きの作成等について

検討を進めた。また、土研新技術ショー

ケースや各地での展示会、地方公共団体

等との意見交換会において連携して積

極的に普及活動を展開した。 

・また、国際的な活動を戦略的に実施す

るため研究評価･国際室を設置し、国際

活動についての情報収集を行うととも

に、国際標準化への活動を強化するため

の取組みを進めた。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

・①道央支所、道南支所の統合や研究

支援部門の連携調整会議を積極的に

行う等、業務運営の効率化を推進して

いる。 

・①地質・地盤研究グループや先端材

料資源研究センターを設置する等、研

究ニーズの高度化・多様化等の変化に

対して機動的に対応した。 

【定量的な観点】 

・①研究支援部門の連携・調整会議開

催数（中期目標期間平均値）は、基準

値と比較して 100％と、業務運営の効

率化を図るため継続的に取り組んで

いる。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度も、必要な人材

の確保・育成、技術の継承を図る。ま

た、研究ニーズの高度化・多様化等の

変化に機動的に対応し得るよう、柔軟

な組織運営を図る。 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創
出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大化」に向けて、

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項

等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、研究ニーズの高度化、多様化等の変化へ

の機動的な対応や業務運営の効率化の観点から、効率的な運営体

制の確保や管理部門の簡素化に努め、組織運営の効率化を図るこ

と。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・プロジェクト研究について、横断的・効率的な研究を推進すべく複

数の研究グループが連携する体制が構築され、実施されており、

柔軟な研究体制が組織されていると評価できる。 

・効率的な組織運営を目指して、研究支援部門の連携・調整会議が着

実に開催されており、このことは今後も継続していくものと評価

できる。 

・プロジェクト研究では複数の研究グループが連携して、また寒地

土木研究所では、関連する研究チームが必要に応じて研究ユニッ

トを形成する等、柔軟で効率的な研究チーム構成を心掛けている。 

・行政的な縦割りに横串をさし、効率的かつ高い成果を得るための

組織作りを工夫している点が評価できる。 

・地質・地盤研究グループや先端材料資源研究センターの設置等は、

研究ニーズの高度化・多様化等を念頭に置いたものであり評価で

きる。 

・研究支援部門の連携・調整会議(開催数は目標の 3 回)は、知的財

産権の取得・活用や研究成果の普及等に役立っているとともに、

業務の効果的・効率的な遂行に寄与している。また寒地土木研究

所における道央支所、道南支所の統合は、業務運営の効率化に資

するものである。 

・トップマネジメントの役割と成果に関する記載を充実してほしい。 

・業務運営の効率化に関わる事項については、定量的指標がある場

合には、定量的指標を示してほしい。 

・国外からの研究所への期待に伴って、国際室の拡充と有効な活用

を期待する。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある

場合には重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなか

った課題、新中長期目標の変更

が必要になる事項等あれば記

載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２（２） 業務運営全体の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ       ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値を採用。一般管理費、業務経費については、前中期目標期間最終年度（Ｈ22）の予算額を記載、一社応札件数はＨ20 の値、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

監事監査実施回数 - 6 回 7 回 9 回 8 回 11回 13回    

一般管理費（千円） 

（効率化対象経

費） 

15％相当削減 

（本中期目標の

最終年度まで） 

155,487 149,268 144,790 140,447 136,233 132,146 

   

業務経費（千円） 

5%相当削減 

（本中期目標の

最終年度まで） 

4,433,119 3,897,388 3,858,414 3,819,829 3,781,630 3,743,813 

   

随意契約件数割合 - 4.73％ 4.2％ 4.8％ 4.8％ 4.6％ 4.1％    

一社応札件数 - 249 149 185 212 199 182    

研究成果データベ

ースへの登録件数 
- 813件 777件 1,059件 697件 1,173件 956件 

   

テレビ会議回数 - 59回 55回 55回 55回 59回 63回    
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 研究開発業務その他の

業務全体を通じて、引

き続き情報化・電子化

を進めるとともに外部

への委託が可能な業務

のアウトソーシング化

を行うことにより、高

度な研究の推進が可能

な環境を確保するこ

と。 

内部統制については、

更に充実・強化を図る

こと。 

対価を徴収する業務に

ついては、その算定基

準を適切に設定するこ

と。 

寄附金については、受

け入れの拡大に努める

こと。 

一般管理費のうち業務

運営の効率化に係る額

について、１５％に相

当する額を削減するこ

と。 

業務経費のうち業務運

営の効率化に係る額に

ついて、５％に相当す

る額を削減すること。 

契約については、契約

の適正化を推進し、業

務運営の効率化を図る

こと。また、透明性の確

保を追求し、情報提供

のあり方を検討するこ

と。 

①情報化・電子化の推進等 

インターネット、イントラネット、メール等の情

報システム環境についてセキュリティ対策の強

化及び機能の向上を図るとともに研究データベ

ースの高度化等を行い、所内手続きの電子化、文

書のペーパーレス化、情報の共有化を進め、業務

の効率化を図る。 

研究施設・設備の維持管理、単純な計測等、定型

的な業務については、アウトソーシングに要する

コストや自ら実施することによるノウハウの蓄

積の必要性等について、前中期目標期間中におけ

る実績も評価して検討の上、可能かつ適切なもの

はアウトソーシングを図る。そのため、業務の洗

い出しやアウトソーシングの適否の検証を行い、

本中期目標の期間中に着実に進める。 

内部統制については、「独立行政法人における内

部統制と評価について」（平成２２年３月、独立行

政法人における内部統制と評価に関する研究会）

等を参考に、更に充実・強化を図る。 

受益者の負担を適正なものとする観点から、技術

指導料等の自己収入に係る料金の算定基準の適

切な設定に引き続き努める。 

寄附金について、ホームページでの案内等により

受け入れの拡大に努める。 

  

②一般管理費及び業務経費の抑制 

業務運営全般を通じ経費の節減を進めるものと

し、運営費交付金を充当して行う業務について

は、所要額計上経費及び特殊要因を除き、以下の

とおりとする。 

ア）一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額

について、前中期目標期間の最終年度（平成２２

年度）予算額に対し、本中期目標期間の最終年度

（平成２７年度）までに１５％に相当する額を削

減する。 

イ）業務経費のうち業務運営の効率化に係る額に

ついて、前中期目標期間の最終年度予算額に対

し、本中期目標期間の最終年度までに５％に相当

する額を削減する。 

契約については、「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平成 27年 5月 25

日総務大臣決定）に基づき策定した調達等合理化

計画を着実に実施するなど、契約の適正化に向け

た取組を推進するとともに、業務運営の効率化を

図る。 

この場合において、研究等に係る調達について

は、他の独立行政法人の事例等も参考に、より効

果的な契約を行う。 

また、契約に関する情報については、ホームペー

ジにおいて公表し、契約の透明性を確保する。 

①管理部門の簡素化、効

率的な運営体制の確保、

アウトソーシングの活

用等により業務運営コ

ストの縮減に取り組ん

でいるか。 

②契約の適正化を推進

しているか。 

③【適正性の観点】コン

プライアンス体制は整

備されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

○情報化・電子化の推進等 

・①共用イントラ、研究成果データベ

ースについては拡充を図り、情報化・

電子化の推進をさらに図った。事務処

理の簡素化・合理化については、テレ

ビ会議システムの活用を積極的に行

い業務の効率的執行を図るとともに、

電子決裁システムについても一部試

行的に導入した。また、研究部門にお

ける定型的作業や単純作業、研究支援

部門におけるアウトソーシングを積

極的に実施するとともに、アウトソー

シングの業務の品質を確保するため、

総合評価落札方式の試行を行った。一

方、専門知識を有する経験豊富な専門

家を招へいし、高度な研究活動の効率

的推進を図った。 

・③また、監事監査の実施や経営会議

等による内部統制、コンプライアンス

の推進についても実施した。 

さらに、寄附金受け入れの拡大にも努

めた。 

○一般管理費及び業務経費の抑制 

・②一般管理費および業務経費につい

て、22年度からの縮減策を継続し、予

算執行の更なる厳格化およびつくば 5

機関による共同調達の取り組み等を

実施することにより、経費の縮減に努

め、中長期目標を達成した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

・①電子決裁システムの試行やファイ

ルサーバー設置等業務の効率化に努

め、業務運営のコストの縮減に取り組

んでいる。 

・①一般管理費、業務経費の削減に努

め、業務運営のコストの縮減に取り組

んでいる。 

・②随意契約率は全独法の平均値を大

きく下回っており、契約の適正化を推

進している。 

・③コンプライアンス体制の確保のた

め、監事監査を積極的に実施した。 

【定量的な観点】 

・①一般管理費、業務経費は目標を達

成する見込みである。 

・②随意契約件数割合（23年度から 27

年度の平均値）は 4.5％であり、全独

法の随意契約件数割合 15.1％（23 年

度から 25 年度の平均値）を大きく下

回っている。 

・③監事監査の実施回数（中期目標期

間平均値）は、基準値と比較して 160％

に増加している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度も、研究開発等

については、研究評価の取組により定

期的な点検を実施し、その結果を踏ま

えた資源配分の見直し等を実施する。

また、理事長のリーダーシップの下

で、自主的・戦略的な運営や適切なガ

バナンスが行われ、研究開発成果の最

大化等が図られるよう、理事長の命

令・指示の適切な実行を確保するため

の仕組み等による統制活動を推進す

る。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の
成果の創出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的
かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大化」に

向けて、成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められ、着実な業務運営がなされている。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映す

べき事項等を記載） 

・平成 27 年度も引き続き、研究開発業務その他の業務全

体を通じて、業務運営全体の効率化を図ること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・一般管理費、業務経費は、当中長期目標期間のそれぞれ

の縮減目標を達成できる見込みであり、その他業務運営

全体の効率化が図られていることは、各種指標値の推移

より確認できる状況にある。 

・業務の効率化が着実に行われており、コンプライアンス

の推進や随意契約の大幅な削減など、適切に取り組んで

いると思われる。 

・業務運営全体の効率化としては、情報化・電子化の推進、

テレビ会議システムの活用など、業務運営の効率化につ

いての努力が図られていると思われる。 

・今後は、マイクロマネジメントや評価などの有無も含め

て、評価行為そのものについての評価も必要ではない

か。 

・高度な研究開発を推進するためには、各専門技術を有す

る企業との連携が重要になる面もある。そのための随意

契約については許容できる点もあるのではないか。 

・今後も業務運営の効率化に向けて努力を継続してほし

い。 

・アウトソーシング業務の品質確保は重要である。 

・外部へのデータ等の公開なども積極的に行ってほしい。 

・内部統制に関する記載は、取り組んでいる内容が十分に

分かるような記載はなされていないように感じる。内部

統制はしっかり記載していただきたい。 

 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある

場合には重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなか

った課題、新中長期目標の変更

が必要になる事項等あれば記

載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３～７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画、短期借入金の限度額、不要財産の処分に関する計画、重要な財産の処分等に関する計画、剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ       ↓基準値は前中期期間で実績がないため、立てられない 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

中期計画にある

不要財産の処分

率 

100％ 

(前中期期間で

は計画に明示

されていない) 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ３．予算（人件費の見積

りを含む。）、収支計画及

び資金計画 

運営費交付金等を充当

して行う業務について

は、中期計画の予算を作

成し、当該予算による運

営を行うこと。 

別海実験場、湧別実験場

及び朝霧環境材料観測

施設（一部）については、

国庫納付すること。 

 

４．短期借入金の限度額 

運営費交付金等を充当

して行う業務について

は、当該予算による運営

を行うこと。 

 

５．不要財産の処分に関

する計画 

別海実験場、湧別実験場

及び朝霧環境材料観測

施設（一部）については、

平成 23 年度中に国庫納

付すること。 

 

６．重要な財産の処 

支障のない限り国への

返納を行うこと。 

 

７．剰余金の使途 

運営費交付金等を充当

して行う業務について

は、中期計画の予算を作

成し、当該予算による運

営を行うこと。 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画

及び資金計画 

（１）予算 

別表－２のとおり 

（２）収支計画 

別表－３のとおり 

（３）資金計画 

別表－４のとおり 

４．短期借入金の限度額 

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足とな

る場合における短期借入金の限度額は、単年度

１，５００百万円とする。 

５．不要財産の処分に関する計画 

保有資産の必要性の見直しを行い、次の資産を

国庫返納する。 

・別海実験場については、平成２３年３月に廃

止のうえ、平成２４年３月に譲渡収入による納

付を行う。 

・湧別実験場については、平成２３年３月に廃

止のうえ、平成２３年１２月に現物による納付

を行う。 

・朝霧環境材料観測施設（一部）（平成２２年３

月廃止）については、平成２３年１２月に現物

による納付を行う。 

６．重要な財産の処分等に関する計画 

保有資産の必要性について不断に見直しを行

うとともに、見直し結果を踏まえて、研究所が

保有し続ける必要がないものについては、支障

のない限り、国への返納を行う。 

７．剰余金の使途 

中期目標期間中に発生した剰余金については、

研究開発、研究基盤の整備充実及び成果普及に

使用する。 

①本来業務に支障のない範囲

での有効利用可能性の多寡、効

果的な処分、経済合理性といっ

た観点に沿って、保有資産の見

直しを行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①３．予算（人件費の見積りを含

む。）、収支計画及び資金計画（抜

粋） 

受託収入および施設利用料等収入

等の変動およびそれに関連した支

出の変動はあるが、予算をもとに

計画的に執行している。 

 

・①４．短期借入金の限度額 

中期目標期間は、法人にとっての

予見し難い事故等が発生しなかっ

たため、短期借入を行わなかった。 

 

・①５．不要財産の処分に関する計

画 

別海実験場、湧別実験場及び朝霧

環境材料観測施設については処分

した。 

 

・①６．重要な財産の処分等に関す

る計画 

重要な財産の処分の実績はない。 

 

・①７．剰余金の使途 

中期目標期間中に剰余金が発生し

た場合には、金額を勘案しながら

研究基盤整備等に積極的に活用し

ている。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

・予算、収支計画、資金計画に基づ

き適正に実施した 

・①別海実験場等保有し続ける必

要のない実験施設について廃止し

ており、保有資産の見直しを行っ

ている。 

 

【定量的な観点】 

・①中期計画にある不要財産の処

分率は平成 23 年度に 100％とな

り、中期目標を達成した。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28年度以降も、予算

（人件費の見積りを含む。）、収支

計画及び資金計画、短期借入金の

限度額、不要財産の処分に関する

計画、重要な財産の処分等に関す

る計画、剰余金の使途、以上に関す

る計画を着実に遂行する。 

 

 

 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び
将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評定に至った
根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大

化」に向けて、成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められ、着実な業務運営がなされてい

る。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反

映すべき事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、予算（人件費の見積りを

含む。）、収支計画及び資金計画、短期借入金の限度

額、不要財産の処分に関する計画、重要な財産の処

分等に関する計画、剰余金の使途に関する計画等

を遂行すること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・予算、収支、資金についてそれぞれの計画に基づき

適正に実施していると認められる。 

・不要財産の処分が当中長期目標期間中に適切に行

われているなど着実に達成されている。 

・国際貢献、国際研究ハブ、災害時の技術支援など、

土木研究所が継続的に高い評価を得ている活動に

ついては、手厚い予算配分を期待したい。 

・業務運営の効率化に関わる事項については、定量的

指標がある場合には、定量的指標を示してほしい。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場

合には重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかっ

た課題、新中長期目標の変更が

必要になる事項等あれば記載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８（１） 施設及び設備に関する計画 

 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ       ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値を採用、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

施設の貸出件数 - 48件 61件 73件 51件 59件 49件    

施設貸し出し収入

（千円） 
- 42,903.67 13,979 31,779 89,716 32,490 89,392 

   

つくば・寒地の施

設相互利用回数 
- 4.5 6 7 8 10 10 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 研究所が保有する施

設、設備については、研

究所の業務に支障のな

い範囲で、外部の研究

機関の利用及び大学･

民間企業等との共同利

用の促進を図ること。

その際、受益者負担の

適正化と自己収入の確

保に努めること。 

また、業務の確実な遂

行のため計画的な整

備･更新等を行うとと

もに、所要の機能を長

期にわたり発揮しうる

よう、適切な維持管理

に努めること。 

なお、保有資産の必要

性について不断に見直

しを行うこと。 

実験施設等の効率的な

利用のため、主な施設に

ついて研究所としての

年間の利用計画を策定

し、それを基に外部の研

究機関が利用可能な期

間をインターネット上

で公表することで、外部

への積極的な実験施設

等の貸出を図り、自己収

入の確保に努めるとと

もに、利用料に関する受

益者負担の適正化を図

る。 

 施設の整備・更新等に

ついては、施設整備計画

に基づき実施する。 

 保有資産については、

資産の利用度のほか、本

来業務に支障のない範

囲での有効利用可能性

の多寡、効果的な処分、

経済合理性といった観

点に沿って、その保有の

必要性について不断に

見直しを行う。 

 なお、中期目標期間中

に実施する主な施設の

整備・更新等は別表－５

のとおりとする。 

 

①自己収入の確保に努めて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

・①研究所が保有する施設、設備について

は、中長期目標期間に 293件貸出した。外

部の研究機関の利用及び大学・民間企業

等との共同利用の促進に努めた。 

・施設の相互利用の促進 

・①施設等の貸出 

・施設・設備の貸出に関する情報提供 

・施設の設備・更新 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

・つくば・北海道の施設・設備の相互

利用を積極的に実施した。 

・①施設・設備に関する情報提供を実

施し、多くの施設貸し出しを行うこと

で、自己収入の確保に努めている。 

・施設の改修等整備を適切な予算管理

下で着実に実施した。 

【定量的な観点】 

・①施設の貸出件数（中期目標期間平

均値）は基準値と比較して 122％に増

加している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28 年度以降も、計画的

な整備・更新等を行うとともに適切な

維持管理に努める。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び将来の成果の創
出の期待等を踏まえ、評定に至った根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大化」に向けて、

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反映すべき事項

等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、研究所が保有する施設、設備については、

研究所の業務に支障のない範囲で、外部の研究機関の利用及び大

学・民間企業等との共同利用の促進を図ること。また、業務の確実

な遂行のため計画的な整備・更新等を行うとともに、所要の機能

を長期にわたり発揮しうるよう、適切な維持管理に努めること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・実験施設等の改修等を着実に実施し、業務の確実な遂行に資する

一方、施設の貸し出しに関する情報提供を行い、自己収入の確保

に努めたと評価できる。 

・土木研究所の研究活動に支障がないように配慮された形で、貸し

出す数を増やす種々の試みがなされ成果を上げている。 

・多くの施設・設備の貸し出しを行った他、つくば・北海道の施設の

相互利用を図るなど、保有設備を有効に活用したことから、適切

な実施状況である。 

・研究所が保有する施設、設備については、外部の研究機関の利用及

び大学・民間企業等との共同利用の促進に努められている。 

・つくば・北海道の施設・設備の相互利用を積極的に行い、中長期目

標期間内の利用回数は年々増加傾向にあり、また毎年度の利用回

数は基準値 4.5回を上回っている。 

・施設・設備に関する情報提供を行い、貸出件数(中長期目標期間平

均値)は、基準値と比較して約 30％の増である。 

・国立研究開発法人として土木研究所の所有する設備を積極的に開

放し相互利用を促進することで国内全体の技術力向上を目指して

いく必要がある。また、これによって土木研究ｓ所の自己収入を

確保する仕組みの検討も考えられる。 

・更なるホームページの改善が期待される。 

・既存の施設の更新や新たな施設の整備について大学や民間などか

らのニーズを整備計画に取り入れることを考えてほしい。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある場

合には重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなかっ

た課題、新中長期目標の変更が

必要になる事項等あれば記載） 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８（２） 人事に関する事項 

 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

４１９、４２０ 

 

２．主要な経年データ       ↓基準値は平成 20 年～22 年の 3 年間の平均値を採用、太字は評価指標 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度   （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

人材確保のための

任期付研究員採用

の取組状況 

- 4.7 8 人 13人 12人 11人 9 人 

   

博士号保有者数※ - 88.7 96人 108 人 125 人 128 人 116 人    

ラスパイレス指数

（事務・技術職員） 
- 95.63 94.1 93.5 93 93.2 93.1 

   

ラスパイレス指数

（研究職員） 
- 91.4 91.2 91.4 91.5 91.1 90.5 

   

※翌年度 5 月末日時点 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 委員による意見 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 高度な研究業務の推進

のため、必要な人材の

確保を図るとともに、

人員の適正配置により

業務運営の効率化を図

ること。 

また、良質な社会資本

の効率的な整備及び北

海道開発の推進に貢献

するという使命を果た

すため、行政との人事

交流を的確に行うこ

と。 

さらに、人事評価シス

テムにより、職員個々

に対する評価を行い、

職員の意欲向上を促

し、能力の最大限の活

用等を図ること。 

給与水準については、

国家公務員の給与水準

も十分考慮し、手当を

含め役職員給与の在り

方について厳しく検証

した上で、目標水準・目

標期限を設定してその

適正化に計画的に取り

組むとともに、その検

証結果や取組状況を公

表すること。 

また、総人件費いつい

ても、政府における総

人件費削減の取組を踏

まえ、厳しく見直すこ

と。 

人材の確保については、国家公務員試験

合格者からの採用に準じた新規卒業者

等からの採用、公募による博士号取得者

等を対象とした選考採用や関係省、大

学、民間を含む研究等を実施する機関と

の人事交流、任期付き研究員の採用を図

るとともに、人員の適正配置、非常勤の

専門研究員の採用、定型的業務の外部委

託化の推進などにより人員管理の効率

化に努める。なお、雪崩・地すべり研究

センターと寒地土木研究所の連携強化

のための人員配置については、平成２４

年度までに実施する。 

 また、国土交通行政及び事業と密接に

連携した良質な社会資本の効率的な整

備及び北海道開発の推進に資する研究

開発を行うため、国土交通省等との人事

交流を計画的に行う。 

 さらに、人事評価システムにより、職

員個々に対する評価を行い、職員の意欲

向上を促し、能力の最大限の活用等を図

る。 

 給与水準については、国家公務員の給

与水準も十分考慮し、手当を含め役職員

給与の在り方について厳しく検証した

上で、給与改定に当たっては、引き続き、

国家公務員に準拠した給与規定の改正

を行い、その適正化に取り組むととも

に、その検証結果や取組状況を公表す

る。 

 また、総人件費（退職手当等を除く。）

については、「簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に関する

法律」（平成１８年法律第４７号）に基づ

く平成１８年度から５年間で５％以上

を基本とする削減等の取組を平成２３

年度においても引き続き着実に実施す

るとともに、政府における総人件費削減

の取組を踏まえ、厳しく見直す。 

 但し、今後の人事院勧告を踏まえた給

与改定分及び以下に該当する者（以下

「総人件費改革の取組の削減対象外と

なる任期付研究者等」という。）に係る人

件費については削減対象から除くこと

とする。 

・競争的資金又は受託研究若しくは共同

研究のための民間からの外部資金によ

り雇用される任期付職員 

・国からの委託費及び補助金により雇用

される任期付研究者 

・運営費交付金により雇用される任期付

研究者のうち、国策上重要な研究課題

（第３ 

期科学技術基本計画（平成１８年３月２

８日閣議決定）において指定されている

戦略重点科学技術をいう。）に従事する

者及び若手研究者（平成１７年度末にお

①人材の獲得・配置・育成の

戦略が適切に図られている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・①職員採用については、任期付研究

員等高度な研究業務の推進のための

研究職員 106名を新たに採用し、必要

な人材の確保を行うとともに、国土交

通行政および事業と密接に連携した

良質な社会資本の効率的な整備およ

び北海道開発の推進に資する研究開

発を行うため、国土交通省等との人事

交流を計画的に実施した。また、資質

向上の一環として、博士号の取得を重

視している。 

・①また、人事評価を実施し、昇任や

給与、人材育成に活用した。人件費に

ついては、人員管理の効率化に努め、

中期計画に定めた 23 年度の削減目標

を達成した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【定性的な観点】 

・①任期付研究者等を積極的に採用する他、

博士号取得者数が増加していること等、人

材の獲得、配置、育成を適切に行った。 

・給与水準の指標となるラスパイレス指数

は適切な状態を維持している。 

・高度な研究業務の推進のための、必要な人

材の確保を行うとともに、国土交通行政お

よび事業と密接に連携した良質な社会資本

の効率的な整備および北海道開発の推進に

資する研究開発を行うため、国土交通省等

との人事交流を計画的に実施した。 

【定量的な観点】 

・①人材確保のための任期付研究員採用の

取組状況（中期目標期間平均値）は基準値と

比較して 226％に大きく増加している。 

・①博士号保有者数（中期目標期間平均値）

は基準値と比較して 129％に増加している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き平成 28年度以降も、若手職員をは

じめとした職員の能力向上を図りつつ、人

事評価システムにより、職員個々に対する

評価を行い、職員の意欲向上を促し、能力の

最大限の活用等を図る。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

（業務運営の状況、研究開発成果の創出の状況及び
将来の成果の創出の期待等を踏まえ、評定に至った
根拠を具体的かつ明確に記載） 

・中長期目標期間においては、「研究開発成果の最大

化」に向けて、成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められ、着実な業務運営がなされてい

る。 

 

＜今後の課題＞ 

（検出した課題、今後の業務・組織全体の見直しに反

映すべき事項等を記載） 

・平成 27年度も引き続き、高度な研究業務の推進の

ため、必要な人材の確保を図るとともに、人員の適

正により業務運営の効率化を図ること。 

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見を記載するなど） 

・中長期目標期間中、任期付研究員や専門研究員等の

採用により必要な人材を確保するなど柔軟な対応

が行われたと評価できる。資質向上の一環として

博士号取得を重視しており、保有者数が着実に増

加していることも評価できる。 

・給与水準の指標となるラスパイレス指数は適切な

状態を維持している。 

・研究職員の新規採用が積極的に行われている。 

・人事評価に基づく待遇を人材育成に活かすなど着

実に実施されている。 

・国際研究ハブとして国内外との交流人事を通して

の世界に貢献する人材育成にも引き続き邁進する

ことを期待する。 

・より優秀な研究者を育成するため、ポスドクの積極

的な受入れとパーマネント研究員をより多く受け

入れることが重要である。 

・任期付研究員の退職者を追跡調査が必要ではない

か。 

・若手研究者のキャリア形成となる雇用を心がけて

ほしい。 

・国際的に優れた研究所を目指すために、意思決定者

や研究プロジェクトの代表者は博士号の取得を必

須とすべきであり、研究職員の博士号所有者の割

合がまだ低いことは課題である。 

・男女共同参画の数値目標や達成度について明らか

にしてほしい。 

＜評定に至った理由＞ 

（見込評価時との乖離がある

場合には重点的に理由を記載） 

＜今後の課題＞ 

（見込評価時に検出されなか

った課題、新中長期目標の変更

が必要になる事項等あれば記

載） 

＜その他事項＞ 
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いて３７歳以下の研究者をいう。） 

 また、国家公務員の給与構造改革を踏

まえた役職員の給与体系の見直しを進

める。 

※注）対象となる「人件費」の範囲は、

常勤役員及び常勤職員に支給する報酬

（給与）、賞与、その他の手当の合計額と

し、退職手当、福利厚生費（法定福利費

及び法定外福利費）は除く。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 

 


